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第 1 農用地利用計画

1 土地利用区分の方向

(旧秩父)

¥ 1 )土地利用の方向
ア 土地利用の構想
秩父市は、埼玉県の西北、秩父盆地の中央に位置し、都心からフ Okmの圏内にあり 、地

域の範囲は東西 14 4 k m、南北 26. 6km. その面積は 134 03kmである c 市
の中央を荒川が南北に貫流し、これをはさんでE陵が数条併列して縦走している 3 耕地のほ
とんどは荒川両岸に発達した河岸段Eとその支派川の流域にあり、地質は秩父古成層及び第
3紀層に属しており、土性はレキ質及ひ砂質の土壌である c 地形は全般的に山間地帯で立地
条件に恵まれないため、兼業化が進んでいるご

農業振興地域は、既成市街地及びその周辺地域並びに大規模山林地域を除いた旧久那村、
!日尾田蒔村、 18大田村及び大字別所、大字黒谷並びに大字大宮の一部 (上野台区域)を指定

しT二c

近年、 2次 3次産業の発展に伴 って土地需要は年々増加の傾向をたどって おり、 市の総合
振興計画によれば先端技術産業の企業誘致、地場産業の振興等都市化工業化の予測による必
要面積は、 市街地及びその周辺地域等除外地において確保することとし、農業振興地域にお
いて確保するものは、道路、公共施設用地、住宅等 3 1 h aを対象に考えるものとする よ
って本地域の農業は、上記用途需要地を除いた農用地を対象 として 、機械化体系を基本とし
た養蚕、酪農、肉豚、椎茸、果樹、野菜、米、麦等の栽培団地の造成、首都圏の生鮮食料品
供給墓地と しての確立を目的として育成、助長をはからなければならないこそのために必要
な農用地として 58 7 h aを確保し、地区別農業振興の方針にそった農業経営の安定を図 る
もの とするよなお、公共施設用地、住宅用地等 との調整を図りつつ、 農用地の確保をす るた
めには、傾斜のゆるやかな山林等の農用地への転換を図るものとし、農用地等の他用途への
利用は、可能な範囲で生産性の低い農用地をあてるこ とを主眼として土地利用を図る ものと
する ごそのため、今後における用途間の移動について は、農用地及びその他の面積が減少し 、
宅地公共用地等が増加するものと患われる ー

(旧吉田町)

( 1 )土地利用の方向

ア 土地利用の構想

吉田町は、埼玉県の北西部に位置し、東京都心より 80kmの圏内にはいる。東 に秩

父市、南から西にかけて小鹿野町、北西に群馬県万場町、北に皆野町・神泉村に接する総面積6，

665haの農山村である。本地域は、町の南部を流れる一級河川赤平川流域に発達した地域と、

町の中央を西から東に流れる一級河川吉田川流域に開ける河岸段Eのニ地区に区分される。

吉田川の流域の地質は一部平坦地を除き秩父古生層からなり、土壌は礁質壌土・砂壌土が多く、

土壌の深さは中庸である。また赤平川流域の土質は大部分が第三紀層に属し、土壌は壌土・砂壌

土が多く比較的深い。地域は全般的に傾斜地が多く、吉田川・赤平川両河川流域を除いてほとん

ど山間傾斜地からなり、農用地553ha、森林5， 186haで7 8 %が山林で占められ、農

地は約9%で残りの大部分は河川・道路・宅地等である。

人口は、昭和 31年に吉田町とよ吉田村が合併したときの、 9， 464人(世帯数 1， 704 

戸)を最高に、以後減少傾向を示し、平成7年の国勢調査では 6， 275人(世帯数 1， 758 

戸)となっている。なお、昭和 55年4月から過疎地域振興特別措置法に基づく過疎地域になっ

た。

近年、本地域においても産業構造の変化に伴い、第一次産業の就業人口は減少して第二次・第

三次産業の就業人口が増加している。このため十年後の産業別就業人口は、第二次・第三次産業
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就業者が3， 200人を超え、その比率は86%と想定され、所得においてもこの部門の比率が

大幅に伸びるものと思われ、ますます兼業化が進むのに併せて山間地から平坦地への人口流出が

増加するため、これらの対策として工場予定地・住宅地等の確保も図る。

そこで、町の振興計画並びに土地利用計画に沿って、優良農地の確保に努めるとともに、秩父

工業団地造成事業・合角ダム関連事業等地域の活性化のための諸事業と調和のとれた土地の有効

利用を図る。

なお、農用地については、町の基幹作目である畜産・養蚕・椎茸・こんにゃく・野菜・果樹等、

また山間地では地域の特性にあった農業を推進し、土地基盤整備を計画的に実施し生産性を高め、

農業経営の安定を図る。

観光農業については、釜の土地区においてぶどう・いち ご等の生産直売が行われ、順調に固定

客も増えている。最近りんごも導入され、将来はいちご・フラム・ぶどう・りんごと年聞を通じ

ての対応が期待される。また、みどりの村への入り込み客に対しても、現在工事中の林道の完成

により上吉田の姥仁田地区(山逢いの里)への流れが期待されるので、周辺整備や農作物の充実

が必要となる。

本地域の現況農用地は 544haであるが、農業の振興を図るうえで必要な農用地、田 26ha・

畑 437haを確保し、地区別用途区分の構想に沿った利用を行うものとする。

用途聞の移動は団地性を考慮するものとし、農用地が減少して宅地・工業用地・公共用施設用地

が若干増えるものと予想される。

18荒川

1 土地利用の方常

ア土地利用の構王手

本地域は、埼玉県の西端秩父郡の南部に位置 L、言都 80K圏内に位置し、東は秩父市、芭 t立

大滝村、南は東京都、北は小鹿野、高神村に接している

中央部に一級河川荒川が西から東へ流下し、その沿線に 140号 熊谷一甲府 F 及ひ秩父鉄

道が平行して走っている 総面詰 農振地域 9 3 3 haでその 16%が山林であり平垣部は芦

川と平行して細長く右左岸に展開している 標高は 260~v360 rr.で‘年間降雨量は役、 1 5 

o Ommであり、荒川に向けて北部 左岸 は南面に、南部はも右岸、北置に悟斜する河岸段E

地帯である ー地層は秩父古成層第三紀層及び第四紀層 沖積層、からなっているご交遣は上ヒ底

的めぐまれており国道及ひ鉄道が東巨を続震し、県這、林道等により容要に隣接市町村にi重し

ることができ る 埼に秩父市へは直線 i0 km の距離にある関係から市内に職場を求める者が多

い 又、村内には古 くから鉱泉が所々に漫出している為、鉱泉旅館が多く都市住民の人込が霊

近のレジャーフームにt乗って多〈なっていることから観光農業がのびつつある

最近の社会情封等の変化により第 1次産業の就業者が激減、それに変わ って第 2次、第 3次

産業の就業者が漸増している そのため労働可得の大幅な伸ひと兼業化が進んでいる 現在

微妙ながら、毎年人口及ひ戸数が堪えつつある

iO年後における荒川村は人口6500人 就業j口で3.300人.産業別就業比較率 92%刀、 2
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次 3次部門で占められるものと想定されている ι これから他用途として予定するものは道路用

地、 工場用地、住宅用地等で、 併せて 46 1 lia程度になり村の振興計画に整合して優良農地の

確保に努めながらそれらを合理的に位置づけるものとする c

農用地は中型機械等が導入可能になるよう基盤整備を勧め、地区別農業振興の方針の沿 って

養蚕、野菜、工芸作物、果樹を基幹作目とした農業経営の安定化を図るものとする c 又、近年、

農家において観光農業に対する意欲の高まりも見られためこれらの積極的な推進も重要である

なお、補幹作物として従来よりおこなわれてきた畜産、米、コンニャクその他一般作自につい

ても合理化を基調とした推進を図るものとする そこで必要な農用地として田 37 ha、畑 65 h 

a、果樹園 56liaを確保する三

今後も農用地を多用途に利用する場合は団地性を考慮 しながら土地利用を行うものとする e 用

途聞の移動は農用地を減少をして、宅地、工業用地が若干培えるものと予想されるこ

単位 ha、%

lX 
農用地 .lI!用施EE用地 森林・原野 住宅地 工場用地 その他

実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率

現在

718.20 26.7 9 67 983.40 36. 4 133.52 4. 9 14.88 o 6 838.57 31. 0 
伺刻O主幹 0.4 

目標
712.87 26. 4 14.60 o 5 983.23 36. 5 136.02 5. 0 14.88 O. 6 836.64 31. 0 

南刻5主将

増 減 ム5.33 4. 93 ~O . 17 2.50 O. 00 ム1.93 

現在 544 白2 5186 77.8 96 1.4 11 0.2 828 12.4 

(平成 10年} (0) (0) 

目標 480 7.2 5.190 77.9 104 1.6 17 0.2 874 13.1 

(平成 17年) (0) (0) 

型車 宣車 664 4 8 6 46 
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(注) 1 ()内はj毘牧林地面積である。 2 資料 農業振興地媛整備計図管理状況報告

イ 農用地区域の設定方針

'旧秩父市 J

'ア，現況農用地についての農用地区域の設定方針
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7 2 9 h aについて農用地区域を設定する方針である ー

a 集落区域内 {連接集合して存在する住宅、農業用施設、商居、工場等の施設の敷地の外縁

を結んだ緑内の区域に介在する農地 約 9 69 h a 

b 自然条件から毘て農業の近代化を図ることが相当でないと認められる次に掲げる農用地

f a ;おおむね傾斜度 15/100以上の農用地 約 3 00 h a 

( b)都市公害 (都市排水等による汚染 J が激しく今後農用地と して存続が困難と認められ

る農用地 約 h a 

c その他

a i 中心集落の整備 中小企業の誘致、住宅の建設等)に伴なって拡張の対象となる大田

第 7区集落周辺の農用地 約 12 OOha 

， b;道路沿線市街地として開発の進みつつある国道 140号黒谷地区及び上の台地区、国

道299号中寺尾地区内の農用地 約37.60ha

¥ C ，i その他 約58 62ha 

イ 現況農業用施設用地についての農用地区域の設定方針

本地域内にある現況農業用施設用地の うち、 [アjにおいて農用地区域を設定する方針とした

農用地に介在し、当該農用地として一体的に保全する必要がある約 9h aについて、農用地区

域を設定する方針である

'ウ 現況山林、原野等についての農用地区域の設定方針

本地域の農家の平均経言面積はo 6 h aで一般的に経営面積が少ないー今後規模の大きく

生産性の高い農家の育成を図るには、協業経営、協業組緒等と相まって、開発可能な山林等の

一部については、他用途への利用と合理的調整を図りながら積極的に農用地としての利用開発

を進める必要かある 特に平地林は票の生産団地としての適用地境でa:るので、生産の増大、

生産性の向上を図るため、既存の樹園地の集団化にあわせて、接続する山林については樹園地

としての霊儒開発を進め、機械化に対応 した団地を形成する必要がある しか し、現在のとこ

ろ大規模団地の開発は見込めないので、特に農用地区域の設定は行なわない方針である

(旧吉田町)

(ア) 現況に農用地等についての農用地区域の設定方針

本地域内にある現況農用地544haのうち、次に揚げる農用地以外の農用地463haにつ

いて農用地区域を設定する方針である。

a 次に揚げる地域、地区及び施設の整備にかかる農用地

面 積

地域.地区及び!'a設等の具体的な名称文は計画名 備考

森林その他

地すベり防止

4 



b 集落地内に介在する農用地

該当集落数 36 該当農用地面積 6. 8 h a 

c 自然的条件からみて農業の近代化を図ることが相当でないと認められる、次に揚げる農用地

上吉田地区

巣掛沢に沿って展開する農地2. 5 h a、塚越集落の吉田川沿岸に展開する農地2. 5 h a、

女形沢に沿って展開する農地 13. 1 h a、千鹿谷集落の農地 11.5ha。

久長地区

藤芝集落の林道藤芝線に沿って展開する農地3. 4 h a、頼母沢集落の林道頼母沢線に沿っ

て展開する農地7. 5 h a。

d その他

道路沿線市街地として開発の進みつつある井上地内の農地5haと塚越 1h a。

工業導入地区として大字下吉田天狗沢地区 3h a、間取方地区2ha、秩父工業団地造成予

定地として大字下吉田福田地区 1. 1 h a、芦田地区o. 9 h a 。

過疎地域活性化計画における若者の定住促進のための宅地造成として大字下吉田新田原内南

地区 1. 1 h a、芦田地区 O. 9 h a。

(イ) 現況農業用施設用地についての農用地区域の設定方針

本地域内にある現況農業施設用地のうち、(ア)において農用地区域を設定する方針とした農用

地に介在し、文は隣接するものであって、当該農用地と一体的に保全する必要があるものについ

て農用地区域を設定する。

(ウ) 現況森林・原野等についての農用地区域の設定方針

当地域の平均経営面積は49aで、極めて零細である。今後農業経営の拡大を図るためには、

既存農用地の基盤整備はもとより、開発可能な山林・原野等についても、他用途との合理的な調

整を図りながら農用地としての利用開発を進め、下記地域に農用地区域を設定し生産の増大と生

産性の向上を図る。

土地の種類 所在(位置) 所有権者又は管理者 面積 利用しようとする用途 備 考

山林 大字久長字登鍛沢・字腹・字野菜石の一部 私有 1 h a 権尊放歓地 天然林

" 大字下吉田字万湯沢山の一節 3ha " " 

合計 4ha 
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L旧荒川村j

ァ;現況農用地について農用地区域の設定方針

本地域内にある現況 25 6 haのうち、概ね次に掲げる農用地以外の農用地 141 

4 haについて、農用地区域を設定する方針である，本地域は特にス フロールが激しいの

日

で拠点開発の方向で、村内を数地区に分けた

集落区域内に介在する農用地

該当集落数 8 該当農用地面積 73 5 ha 

b 自然条件からみて農業の近代化を図ることが、相当でないと認められる次に掲げる農用地

大字白久猪鼻地区約4 7h呂、 大字日野寺沢地区約 2 o ha、

大字小野原地区約 1 4 ha、 大字上田野地区約 30 2 ha、計 38 3 ha 

C その他

道路沿線、等で住宅地として将来発展を予想される地区及ひ、 公共用施設として計画される

地区又、 農用地区域内で転用希望の農用地約 2 8 ha、工業導入地区として oha 

イ‘現況農業用施設用地についての、農用地区域の設定方針

設定予定なし

勺，現況森林 原野等についての農用地区域の設定方針

設定三事定なし

(2 )農業上の土地利用の方向

l旧秩父市 )

ア 農用地等利用の方針

農用地区域を設定しようとする農用地等の利用状況は 597 2 9 h aのうち、田.~t[B .拡

園地が混在 し、農業主産の合理化を阻害していることから、こんにゃく、野菜等については、既存

の地域 と適地に集由化を進め、 果樹園、桑園については、畑地帯を集団化する 水田については、

中型機械を前提として利用し、点在する田は畑へ転換を進め、樹園地の集団化を墓軸として土地利

用を促進する，

(旧吉田町)

ア 農用地等利用の方針

農用地区域を設定しようとする農用地等の利用状況は、回 26h a、畑 437haであるが、

一部水団地帯を除いて混在して利用されており、農業生産の面でのいろいろな阻害要因となって

いる。今後は地区別農業振興方針に合わせて土地利用の合理化を図る。

久長地区においては飼料作目及び果樹等、赤平川右岸については水田・養蚕等、吉田川右岸に

ついては観光農業・養蚕・こんにゃく・畜産等、吉田川左岸については野菜・養蚕等それぞれに

集団化を図る。
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|日

秩
父
市

(旧荒川村)

ア農用地等利用の方針

農用地区域を設定しようとする農用地等の利用状況は、水田 9 6 ha、普通畑 69.9 haが混在

している為、農業生産の面でいろいろな阻害要因となっているc

今後は地区別農業振興との方針にあわせ土地利用の合理化を図るようにする

養蚕については上田野地区、観光農業については、上田野、日野、小野原地区、こんにゃくにつ

いては白久、賢川地区、茶については上田野、日野、白久地区、栗については全地区、施設野菜に

ついてはよ田野、日野地区、花芥については上田野、小野原地区にそれぞれ集団化するこ

農 地 援草放牧地 山林地 農業用f量訟用地 計

区分

地区名 将

現~ 将来 虫歯滅 現浪 噌減 現況 将来 増減 現況 将来 増減 現況 将来 憎2量

来

A-1 
6. 65 6.63 ムo.02 o. 36 0.36 7.01 6.99 ムo.02 

上ノ台

A-2 
20.42 20.35 o.0.07 0.10 0.10 20.52 20.45 ム0.07

別所

B-
57.59 57.38 o.0.21 O. 40 O. 40 57.99 57.78 o.0.21 

黒谷

G-1 
33.65 33.57 ム0.08 0.22 O. 22 33.87 33 79 ム0.08

Js切・小柱

C-2 
141. 83 141 81 ムO.02 3.89 3. 89 145 72 145.70 ムO.02 

太田・伊吉田

C-3 
32. 59 32.57 o.0.02 1. 83 1 83 34.42 34.40 ム0.02

品沢

0-1 
95.53 95.24 ふO.29 0.73 O. 73 96. 26 95.97 ム0.29

寺尾

0-2 
105.30 105.08 ムO.22 1.16 1 16 106.46 106.24 ムo22 

蒔田

0-3 
49 28 49.20 ムo08 O. 65 O. 65 49 93 49.85 ム0.08

田村

E-1 
44.78 44.72 ムo06 0.33 o 33 45 11 45.05 ム0.06

久喜3

1)、2十 587.62 586.55 o. 1. 07 9.67 9. 67 597.29 596. 22 ム107 

単位 :h

a 

蒜4本原

野

現況



「

|日
τEt コ

回
町

18 
?主
)1/ 

キヰ

久長 39 37 企 2 。 40 38 62 

赤平川

39 38 61 39 38 61 
右岸

吉田川

116 112 企 4 3 3 。 。 120 116 64 

右岸

吉田川

89 86 63 89 86 63 

左岸

上吉田 78 76 62 78 76 62 

石間 48 47 61 48 41 61 

阿1m 43 43 。 43 43 。
太田部 11 10 61 " 10 61 

小計 463 461 ゐ 14 4 4 。 。 468 454 614 

久司R 35  二0 ム c~ 。。。U 。。。。。 、25 仁 3 0 乙 o5 

上田野 50 1 50 0 ムむ l 。。。。。。。。。50 1 50 0 ム o1 

白 聖子 26 6 26 ~ ム!) 1 。。。。。，‘1 ー
。。。26 6 26 5 1.:; (j I 

小野原 i 1 7 1 i 5 L. 1... L ζ 
。。。。。。。。。 11 5 ム o: 

白 久 24 0 n410q2 r ιc， s 。。。G o 。。 (1 。』う可" l' 、， 23 5 ム os 

愛川 25 5 2S 0 ム[ち 。。。C o 。。 れ 。25 5 25 0 .6 0 5 

主u4 e ，41 4 :39 ~ o 。。E (l 。。。。 t) 、 141 4 139 5 ム 1~ 

(旧秩父市)

イ 用途区分の構想
A- 1 上の台区域

市街地周辺の高台にある区域であるので果樹園、椎茸、野菜等による観光農業を主体とし
た産地として整備を進める方針である。

A-2  日IJ所区域
荒川左岸の段丘にある地区で、養蚕、野菜等を主体としているが、県立秩父公園の計画地

区であるので、果樹等による観光農業と養蚕を振興する方針である。

B-1 黒谷地区
荒川右岸に面し、養蚕、野菜、米等を主体としている地区であるが、国道 140号及び

秩父鉄道が地区の中央を貫通する交通至便の地区で、県立美の山公園の玄関口でもあり、
ぶどう、栗を主体とした観光農業と従来の養蚕、野菜、米を主体として振興を図る方針で
ある。

C- 2 大田地区
-3  

旧大田村に属し、秩父地域としては純農村地帯で養蚕、酪農、養豚、米、野菜、こ んに
ゃく等を主体とし、専業農家も比較的多い地区である。将来、地区内農用地利用の総合的
計画のもとに圃場整備等を実施するとともに点在する樹園地の集団化をはかり地区農業の
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主産地形成を推進する方針である。

D-2 尾田蒔地区

一3
旧尾田蒔村に属 し、大田地区とと もに純農村地帯で、 養蚕、酪農、野菜、米等を主体 と

し、専業農家も多く、特に養蚕については秩父地方随一の生産量をあげている地区である。
将来計画としても、 養蚕、酪農、野菜、椎茸、果樹等の主産地として振興を図るべく 普通
畑、樹園地、水田等を効率的に集団化を進め、あわせて農道の整備等土地基盤整備を推進
するものとする。

E-1 久那地区
荒川左岸の段Eに発達 した地区で、養蚕、酪農、米を主体と した地区で、大規模専業農

家も比較的多い。県立秩父公園の計画地区でもあるので、栗、椎茸等の観光農業も有望で、
養蚕、酪農とともに今後振興を図るべ く、樹園地の集団化等を推進する方針である。

(旧吉田町)

イ 用途区分の構想

平成 17年度における土地利用目標の達成を旨として生産性の向上を図るため、土地基盤整備を

推進して集約農業を図る。なお、作目の選定には弾力性をもたせた用途別の区分構想を図り、地

区別用途は次のとおりとする。

(ア) 久長地区

当地区は一部里山地帯を除いては概ね平坦地である。経営規模は比較的大きく、現在酪農・養

蚕を中心に農業経営が行われている。農道、排水路等の整備はある程度進んだが、今後は区画整

理、暗渠排水等の整備を進め、農業用機械・施設等による生産体制を確立し、基本的には次のと

おり用途指定を行う。

a 登蚊沢左岸並びに字腰の山林 1h aについては、傾斜がゆるやかなため肉牛、酪農の主産地化

を図るため採草放牧地として利用する。

b 平坦地においては、現在団地性を示している田は字国中、字反町に集約する。畑は県道北部に

集団化を進め回、畑、樹園地を集固化することを基準として当分の間農地とする。

(イ) 赤平川右岸地区

当地区は赤平川で隔てられた土地であるが、桜井、小坂下地区についてはほ場整備が完了して、

また、小鹿野町に通じる広域農道も開通したことにより、観光農業への取り組みも可能と考えら

れることから、地域農業集団の組織化、農業用機械等の導入を積極的に推進し、生産体制の確立

を図り、基本的には次のとおり用途指定を行う。

a 桜井、小坂下地区は、ほ場整備完了したことにより釜の上地区を参としながら新作目の導入を

図り、観光農業を推進する。

b 番戸、福田地区の大部分は、畑と樹園地の混在利用がなされており、今後は集団化を基準とし

て当分の間農地とする。なお、福田地区は秩父工業団地の隣接であり、町道幹線2号線の橋梁

の完成に伴い、工場関連用地としての需要も考えられる。

(ウ) 吉田川右岸地区
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当地区は、地区面積の半分近くを里山で占め、残りは平坦地の河岸段E地帯である。今後は、

農地の集団化を進め集約的な農業生産体制の確立を図る。

a 布里地区の中央部、字兎回、字小暮の東部については、今後ほ場整備の推進を図り、橋倉地区

の吉田川沿岸、上の原地区では、集団化を基準として当分の間農地とする。

b 釜の上地区は、当町の観光農業の中心的地区で、あり、今後も積極的に整備を進める。

c 上記を除く地域については、樹園地と回、畑の集団化を基準として当分の間農地とする。

(エ) 吉田川左岸地区

当地区は一部里山地帯を除いては概ね平坦地である。一部に小規模な田の集団がみられるほか

は畑と樹園地の混在で、今後は集団化を進め生産体制の確立を図り、基本的には次のとおり用途

指定を行う。

a 田については芦田、鍛冶山、井上地区に点在しているが、集団化の図れない田は畑への転換を

促進する。

b 樹園地については井上地区の内、既存率の高い地帯で集団化を進め、その他の農地については

畑としての利用を促進することとし、当分の間農地とする。

旧荒川村‘

イ 用途区分の構想

一般農用地の中には、普通畑、果樹園に分譲される c 樹園地の内最も面積が多いのは 桑菌であ

り次いで栗圏、茶園のIII~ である ー

普通姫は、野菜.いも短.小麦‘スイートコーン、そは等である 一般農地について 特に平垣

部分を対象に桜披忙をでき るだけ推進する為、農道を整惇する方がである

これに併行して作巨 別に土地の集団化をはかるように努力する 尚作自の選定にあた っては弾

力をもたせて 、用途号IJの区分構想をはかり 、地区別用途は下記のと おりとする

'ア 1 久那地区

茶生産回休の指定を受けて現在茶園の造成を行っている地区であるので‘茶の振興はもとより、

山沿の土地は栗栽培を振興する，従って農地として利用する町

fイ) 上田野地区

本地区は荒川村に於いて最も耕地か多く、しかも平坦部分が多い地帯である 現在桑園面積が

多〈養蚕業が主軸をなしているので或る程度の機械化が必要であり その為には農道の整備改良

が必要で権撤力運入果樹園地造成等を考える 将来も養蚕を中心と して茶、施設園芸、菜、花木

コンニャク等の振興をはかる この計画が実現されるまでは農地として利用する，

'ウ， 日野地区

通称下日告といわれる地域は水田の団地化が高い地需であるが、整備が遅れ生産の低いことか

ら 畑への転換を考慮して土地基盤整備を進める方針であるか、当分の間農地として利用する

他の地帯は概して 、養蚕がさかんであ り決いで椎茸栽培である
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又通称大塚と いわれている地需には、観光農業としてフドウ、イチコ、イモ、スイ

ー トコ ーン、施設園芸、茶等が栽培され今後フラム、わい化リンゴ栽培の振興をも加えたいとこ

ろから各々集団化を進める方針であるので当分の聞は農地として利用するヨ

エ 小野原地区

久那、上田野、日野地区と反対に南面の傾斜地であり標高 300mで日当たりがよい、従来よ

り養蚕と椎茸栽培がさかんであったが養蚕が減少し観光農業が大巾の伸びてきている? 今後茶

としいたけを中心にイチゴ、果樹 「フラム、栗1 花木等を集団化の方向で振興をはかるて従って

当分の間農地として利用する

iオ) 白久地区

本地区は従来こんにゃく栽培が特にさかんな場所であったが連作障害の関係等に理由によりの

びなやみの状態と なっていたて近年群系を導入し栽培意欲が高ま つえきている，今後の土地利用

の方向としては、こんにゃく、 ぶどう、茶、を中心としてし いたけ、栗の集団化の方向 で振興を

図る乞従って当分の間農地として利用する"

力J 費川地区

白久地区と逆に南面傾斜地で臼当た りの良い地帯であるよ百J也、大指は特に標高が葺 く380

rn程度の山間地需である白

今後コンニ ャク、 栗を中心として養蚕、しいたけ、茶を集団化の方向で振興を図る

従って当分の間農地として利用する ー

2 農用地利用計画

別記のとおりとする。
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第2 農業生産基盤の整備開発計画

(旧秩父市)

1 土地基盤の整備及び開発の方向
当地域における農業振興の方向は、農業経営の合理化を基本として、地区別の営農類型

区分に基づく基幹作自の主産地形成を進め、大規模生産と生産物の流通機構の改善を推進
するものである。かかる方針から用途区分の構想に基づき推進するためには、まず闘場の
整備、かんがい用排水施設の整備、農道の整備等土地基盤の整備を重点的に推進するとと
もに農業集落排水施設の整備を推進する。

(ア)上の台地区
市街地東側の高台にある区域で、市営墓地公園に隣接 しており、観光農業を主体 とし、

果樹園、野菜、椎茸等地域の特性に応じ複合経営を推進して、規模の拡大と生産団地の
育成につとめる。そのため、かんがい排水施設を設置する等経営の合理化を図る。

(イ)別所地区
市街地西側を流れる荒川左岸の段丘にある地区で、県立秩父公園の計画地に隣接して

おり、 果樹等による観光農業 と養蚕等、 地域の特性に応じ複合させ、 農地の集団化を進
め規模拡大を図る。

(ウ)黒谷地区
市街地の東北部を流れる横瀬川の右岸、荒川の右岸の地区で、国道 140号及び秩父

鉄道に添い、 県立美の山公園の玄関口に当たるため、ぶどう 、栗を主体 とした観光農業
と養蚕、野菜、米を複合させ、かんがい用排水施設の改良、 農道整備等を実施し、生産
基盤の充実を図る。

(エ)大田地区
赤平川の右岸、旧大田村に属 し、当市としては純農村地帯で、専業農家の比較的多い

地区である。養蚕、酪農、 肉豚、米、野菜等地域の特性に応 じ複合させるとともに集団
桑園、圏場整備、かんがい排水施設の改良等を行ない、生産基盤の充実を図る。

(オ)尾田蒔地区
荒川の左岸国道 299号をはさむ旧尾田蒔村の区域で、大田地区ととも に純農村地帯で

養蚕、酪農、野菜、米等を主体と して専業農家も多く 、特に養蚕については、秩父地方随
一の生産量を上げている地区である。このためこれら に果樹及び椎茸等を加えた主産地と
して振興を図るべく、農地の効率的な集団化を進め、あわせて圏場整備、農道整備等実施
して生産基盤の充実を図る。

(力)久那地区
荒川左岸の段Eに発達した地区で、養蚕、酪農、米を主体とした地区で、大規模専業

農家も比較的多い。県立秩父公園の計画地区でもあり、栗、椎茸等の観光農業もあわせ
て樹園地の集団化をはかり、 農道整備を充実 して生産基盤の充実を図る。

(旧吉田町)

1 土地基盤の整備及び開発の方向

地域内には463haの農用地があり、高度利用のできる田は約24h aでほとんど転作さ

れている。荒廃地が約 2h aである。田の土地基盤整備については釜の上地区の 14 h aが転

換畑として整備済みであり、平成5年度に桜井・小坂下地区で 11 h aの整備が完了した。今

後田畑混在の布里地区を中心として最終的には約60haを整備したい。また、他の地区の集

団化されている田は整備の促進を図る。

畑及び樹園地は全体面積で444haあるが、混在しているため土地基盤整備は進んでいな
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い。今後、農道等の整備により集団化を促進し、農地の有効利用を図る。また集落排水につい

ても未整備な箇所が多いので整備を進める。

ア久長地区

県道の両側の平坦地を中心に酪農・肉牛・こんにゃく・養蚕など、地域の特性に応じた専業及び

複合経営を推進し、規模拡大と生産団地の育成に努め農道の新設、改良等を推進し機械化体制を確立

する。

イ 赤平川右岸地区

赤平川右岸流域に開ける平坦地を主として、米・養蚕・酪農を中心とした作目であるが、桜井・

小坂下地区においては、ほ場整備完了後は地区営農組合による協同作業、機械化等の推進を図り、ま

た新作目を導入して観光農業にも積極的に取り組む。

ウ 吉田川右岸地区

吉田川右岸流域及び赤平川左岸流域に開ける大概平坦地を中心として、酪農・肉牛・養蚕・養豚・

観光ぶどう・観光いちご・しいたけ等の作目であるが、今後観光農業推進のための体制の整備、大-

中型機械の導入による農業経営の合理化を図る。

エ 吉田川左岸地区

吉田川左岸流域に開ける大概平坦地を中心に、養蚕・酪農・しいたけ・こんにゃく・野菜等の複

合経営が行われているが、今後は農地の集団化を図るとともに中型機械の導入等により、経営の合理

化を図る。なお、上吉田地区はみどりの村への林道の開設、合角ダム完成に伴い観光客の流入を想定

し、観光農業を取り入れた特産の里整備を推進する。右間地区、阿熊地区、太田部地区は、山間傾斜

地を利用した野菜(いんげん等)・こんにゃく・山菜等の複合経営が行われているが、地形に適した

新規作自の導入を図るとともに、農道及び施設の整備を図る。

旧荒川村

1 土地基盤の整備及び開発の方向

地域内には 25 9 ha弱の農用地があり、水田はわすか 9 6 ha弱で山間山添の既成田と、食料難の

折開田したものと 、それぞれ相半ばする程度のものであるじ

一区画はきわめて小さく 4a' 6 a程度で、加えて段階状を成すものが多く 、圏場整備等は行い難い

土地条件が多い、従って農道の整備に重点を置いて地域開発を推進したい，

普通畑は平坦部分か全体面積の 3分の 1程度で、他は南面、北面傾斜値で 6~ 1 2
0

程度のものが多

く、 山間山添いのき、傾斜地も 8ha程度あるものと予想される 団地性も狭小 てあり集団率も低い、

作自ごとに農地をできるだけ集団、農道の整備改良を根幹として 農地の効率的な利用を推進する

ア，久那地区

当地区は傾斜のはiずしい山沿の姫、樹園地が混在している 果樹園は桑園及び茶園ぷ りむ τて
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いる 今後は茶を主軸に栗栽培を目途とする

イ 上田野地区

本地区はゆるい北面傾斜で桑園を始めこんに手 く、 果樹園等の混在がはけごしい為、

農業生産を阻害して いる面が多分にある 農道の整備を進めながら、果樹を主軸に土地の生産向

上に努力する c

ウ、日野地区

上田野地区につづいて 、耕地面積が多い、やはり水田、桑園、果樹園の混在がはげしいため農

業生産を阻害して いるので、今後は作aJjljに団地化をはかると共に農道整備改良の必要がある

地形は北面のややゆるい傾斜地帯であるー又、当地区は日野観光農園村で代表されるように笥d 光

農業が行われてきたが、更に内容の充実をはかるとともに、病虫害防除等農作業の効率の為にと

くに集団化を考慮する ， 

エi 小野原地区

当地区は南面の傾斜地帯である 琶の桑集落に於いては道路も整備されイチゴ、フラム等の観光

対応作自の振興を図る為、一部林道の延長を図るこ

オ!白久地区

当地区は北面の傾斜地帯が大部分を占め一部南面の候斜地があるごこんにゃぐ作付が多〈団地化

を図りながら濯;段施訟を実施し、次いでぶどう 、茶が伸びている為、団地化ににあわせ樹園地造

成を行うこととす るが、 地区内は農道がみ整慌の為農這整備もあわせて行う よ

力J 葺川地区

当地区は南面傾斜地帯が大部分で、圏場整備、大型機械の導入が困難な地区であるが、こんに手く

栗等の振興をはか り 規模拡大臣地化とあわせ農道を整備するー
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2土地基盤整備開発計画

(旧秩父市)

事業の穫類 事業の概妄

農道整備 農道整備

L=700m ¥'1=4m 

かんがい用排 排水路整備

水路整備 L=80m VI=2m 

かんがい用緋 取水 口改良整備

水路整備

農道整備 農道整備

L=400m ¥'1=3m 

農道整備 農道整備

L=250m VI=4m 

区画整理 区画整 理 (白・ 畑)

5 ha 

農道整備 農道整備

L=600m VI=3m 

区画整理 区百整理 (回・ 矧)

100 ha 

農道整備 農道整備

L=2.000m ¥'1=4m 

農道整備 農道整備

L=700m VI=3m 

農道整備 農道新設舗装

L=900m v/=3m 

農道整備 農道鏡装

L=900m v/=3m 

農道整備 農道整備

L=500m VI=3m 

農道整備 農道整備 L=600m VI=3m 

区函整理 区画整理 (田・ 矧)

60 ha 

受益の範囲 対図番号 備 考

受益地区 受益面積

上の台 ha 1 土地改良事 業 (県費単

A-1 5 独)

見11所 3 2 土地改良事業 (県費 単

A-2 独)

黒谷 1.8 3 土地改良事業(県費単

8-1 独)

1/ 8 4 土地改良事 業 (県費単

独)

11 3 5 土地改 良事業 (県費単

1虫)

堀切・ 小柱 5 6 ほ場整備事業(団体営)

C-1 

1/ 10 7 土地改良事業 (県費単独)

太田・伊 100 8 ほ場整備事業(県営)

吉田

C-2 

11 40 9 土地改良事業(県費単独)

11 8 1 0 土地改良事業(県費単独)

品沢 10 1 1 土地改良事業(県費単独)

C-3 

寺尾 8 1 2 土地改良事業(県費単独)

D-l 

11 5 1 3 土地改良事業(県費単独)

11 8 1 4 土地改良事業 (県費単独)

E幸田・田村 60 1 5 lま場整備事業 (県営)

D-2 

-3 
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農道整備 農道整備 蒔田 5 1 6 土地改良事業(県費単独)

L=300m VI=3m 0-2 

農道整備 農道整備 久那 4 1 7 土地改良事業(県費単独)

L=400m VI=3m E-1 

農道整備 農道整備 11 5 1 8 土地改良事業(県費単独)

L=500m ¥'1=3m 

農道整備 農道整備 久那 3.5 1 9 土地改良事 業 (県費単

L=650m ¥'1=3m 巨 ー 1 1虫)

集落 排水処理 2 9ユニッ ト 黒谷 2 0 農村集落排水事業(密

施設 2 8 9 4人処理 B-1 庫事業)

集落排水処理 1 3ユニ ット 堀切 ・小柱 2 1 農村集落排水事業(国

施設 678人処理 C - 1 庫事業)

集 落排水処理 2 1ユニット 太田・ 伊古 2 2 農村集落排水事業 (国庫

施設 107 3人処理 回
事業)

C-2 

集 落排水処理 9ユニット 品沢
23 農村集落排水事業 (国庫

施設 435人処理 C-3 
事業)

集 予喜排水処理 3 6ユニット 寺尾
24 農村集落排水事業 (国庫

施設 3 0 0 8人処理 0- 1 事業)

集 落排水処理 22ユニッ ト 誇回
2 5 農村集落排水事業(国庫

施設 1 004人処理 0-2  事業)

集落排水処理施 8ユニット 田村 26 農村集落排水事業(国庫

設 304人処理 0-3 事業)

集落排水処理飽 24ユニッ ト 久那
2 7 農村集落排水事業 (国庫

E量 1 1 76人処理 E-1 事業)

集落排水処理施 3ユニット 上の台 28 農村集落排水事業 (国庫

E量 189人処理 A-1 
事業)

集落排水処理施 5ユニット ~II 所 29 農村集落排水事業(国庫

設 489人処理 A-2 事業)
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(旧吉田)

事業の種類 事業の概要 受益の範囲 対図番号 備 考

受益地区 受益面積

農 道 農道重量備

h a 

L=272m W=4. Om  小)11戸・大意見 2.6 

" 

L=970m W=5. 5m  布里田中 12 2 

" 農道舗装整備

L = 1 44  m W= 4. 0 m 桜井 ・小坂下 1.2 3 

農業誹水路 農業緋水路

L=45m W=O. 6XO. 6 矢 畑 4 

M 

" 

L = 5 5 m W=  O. 6 x O. 6 麓 1<. 、 2 5 

lま場整備 区画登理

10 h a以よ 布里田中 10 6 

" " 

" 兎 回 16 7 

農地防災 ため池改修

桜 弁 11. 3 8 

客 土

釜の上 10 9 

f旧荒川村〉

受益の範囲

事業の種類 事業の概要 対図番号 備 考

受益地区 受益面積

3 001 越 7 ha 農村総合

農 道 z家z主 {薦 し= 140m 整備モデ l

4 Om 上田野 3p  ル事業

3 001 (坂 口: 4 3 ha 
1/ しこ 370m 2 1/ 

4 0111 上田野 1 1p 
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3 0111 

農業集落道整備 し=i50m

4 0111 

集落防災安全施設 し=300m

3 森林の整備その他林業の振興との関連

(旧秩父市)

該当なし

(旧吉田町)

(事尺・ガID 5 3 ha 

3 /1 

日 里予 2 5戸

桂， 7 ha 

4 /1 

上 田野 3p 

林道稲荷沢線の完成により、みどりの村の観光客の姥仁田地区(山逢いの里)への流入が期待さ

れるため、野菜・果樹等観光農園体制の整備を図る。

!日荒川村ノ

小野原地区の農道については、地域森林計画で実施する林道との関連を考慮し、効率的な整備を

図る=

4 他事業との関連

(旧秩父市)

該当なし

(旧吉田町)

大字上吉田地区は、合角ダム周辺整備計画で実施する各種事業との関連を考慮し、効率的な整備

を図る。

旧荒川村，

該当なし
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第 3 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画

(旧秩父市)
1 .農業経営の規模拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向

本地域の農業が他産業と の調和ある発展をするためには、今後逐次需要の動向に応じて、
農業生産の選択的拡大を図らなければならな い。このよう な情勢に対応するため、経営の改
善を強力に指導推進する必要がある。特に、経営規模の拡大及び、 農地等を集団化すること
により、経営を合理化し、生産性の向上により、他産業従事者との所得の均衡が期待できる
農家、ある いは、 これに準ずる協業経営の育成助長に努める必要がある。

このような観点から、今後移動を予想される農地等が自立経営を志向する農家等の経営規
模拡大あるいは、農地集団化の方向に流動されるよ う農業委員会が主となりあっせんし、 農
地の集団化事業、土地改良事業等経営基盤の整備に係る事業と有機的に連携させ、これを総
合的計画的に実施することに努めるものとする。

(旧吉田町)

1 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向

大字下吉田、久長、上吉田地区においては、都市近郊の立地条件を生かしたきゅうりの施設型

農業が展開されるとともに、蜜植速成機械化桑園を取り入れた養蚕農家の生産性の高い土地利用型

の形成がみられる。

また、釜のよ地域においては、観光農業を通じてぶどう・栗・じゃがいも・とうもろこし等他

品目の作付けが図られ直売されている。最近はいちごも好調であり、りんごの作付けも行われてい

る。

これらの新しい動きを発展させて、規模の大きい生産性の高い土地利用型農業や集約型農業を

確立するとともに、特産品の開発による産地の形成を推進する。

(旧荒川村)

1 農業経営の規模の拡大及び、麗用地等の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向

日野地域においては、観光農園を通じてふどう、イチゴ、スイー トコ ーン、さつまいも、いんげ

ん、りんご、とうもろこし等多品Eの作付が図られているc これらの新しし1働きを発展させて、各

地区の地域性に立脚した観光農業や規模の大きい生産性の高い土地利用型農業や集約型農業を確立

し、地場流通の拡大や特産品の開発などを積撞的に推進する r

(旧秩父市)

( 1 )中核的農家の農業経営の目標
地域の農業構造の現状及びその見通しの下に、農業が職業をして選択し得る魅力とやりが

いのあるものと なるよう 、将来の農業経営の発展の目標を明ら かにし効率的かつ安定的な農
業経営を育成するものとする。

具体的な経営の目標は、本市及びその周辺市町村において現に成立 している優良な経営の
辞令を踏まえつつ農業経営の発展を目指し農業を主とする農業者が、地域における他産業従
事者並みの生涯所得に相当する年間農業所得 (主たる農業従事者 1経営あたり 600万円程
度)、年間労働時間(主たる農業従事者 1人当た り1. 800時間程度)の水準を実現でき
るものと し、 また、これらの経営が本市農業生産の相当部分を担う農業構造を確立していく
ことを目指す。

この目標達成を可能とする効率的かつ安定的な農業経営の指標としての主要な経営類型を
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示すと次のとおりである 。

ア，個別経営体

営農類型 経営規模

酪 農 〈基鉾作目〉

乳用牛 26 iiJj 

飼料作物

イ'J1}7ンうイゲう̂ 5.0ha 

もろこし 2. 5ha 

ソルガム 2. 5ha 

〈経営規模〉
， 

経産牛 20 豆電

育成牛 5 iiJl 

飼料作付地 5 ha 

ー自作地 2 ha 

， f昔入t也 3 ha 

養豚一貫 〈基幹作目〉

種世t豚 50 頭

年間出街頭数

1500豆電

〈経営規模)

種世主豚 5 0 ii~ 

肥育豚 480 頭

観光ぶどう 〈基幹作目〉

復合 ぶどう 23 a 

いちご 700 円1

〈経営規様〉

ピニールハウλ 900 m 

生産方式 経営管理の方法 農業従事の態様等

〈資本装備〉 -休日制iの導入

牛 舎 420 m -へルパー制度導入

自動給餌機 による労働負担の

トラク ター 軽減

土佐胞肥発酵施設

-青色申告の実施

-複式簿記による経

(経営条件〉 営と家計との分離

-酪農ヘルパーを定期

的に活用

〈資本装備〉 -休日制の導入

分娩豚舎 120市 -作業効率の改善に

B巴育豚舎 350 m' よる労働負担の

自動給餌機 軽減

堆IiBF，巴発酵施設

〈経営条件〉

'1¥ ~ Jン導入による飼養

管理や経営管理の合理

化

〈資本装備〉 -休日制の導入

ピニー品ハウス 900 rTI -ぶどうの一部ハウ

動力噴霧器 ス化による収穫の

耕転機 長期化と労働の

緩房援 分散化を図る c

直売 a 休憩所

〈経営条件〉

-いちごは、観光つみ

とり固とする
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施設いちご 〈墓事宇作目〉 〈資本装備〉 -休日制の導入

いちご 2.000 m' ビニールハウス 2.000 ni -作業効率の改善に

動力噴霧器 よる労働負担の

耕転機 軽減

暖房機

直売 ・休憩所

〈経営規模〉 〈経営条件〉

ピニー品ハウス 2. 000 rri -いちごは、 観光つみ

とり閏とする

-早期収穫と収穫期の

長期化を図るため、

加 j昆促成栽培とす

るc

ぶど う 〈基幹作目〉 〈資本装備〉 -休日制の導入

ぶどう 43 a ビニールハウス 1 800 rri -ぶどうの一部ハウ

動力噴霧器 ス化による収穫の

耕話機 長期化と労働の

暖房機 分散化を図る c

直売・休憩所

〈経営規模〉 〈経営条件〉

ピニ叩ルハウス 1. 800 ni -大粒種を主体として

高品質化を図る。

イ.組織経営体

織イ経ー 組営

体 経営規模 生産方式 経営菅理の方法 農業従事の怒締等

営農頭型

主穀作経営 〈基鈴作目〉 〈資本装{議〉 -青色申告の実施 -休日制の導入

(主たる 米 20 ha トラクタ ー -複式簿記による経営と -作業効率の改善に

従事者 麦 1 4 ha 回 纏 機 家計との分離 よる労働負担の軽

3人) 大豆 3 ha コンノ〈イン 滅

〈経営条件〉

〈経営規模〉 -乾燥罰整出荷に は、

水田 20 ha 地域施設を活用する

(農業経営基盤強化促進に関する基本的構想より)
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(旧吉田町)

( 1 )担い手農家の農業経営の指標として、現に本町及び周辺市町村で展開している優良事例を踏ま

えつつ、本町における主要な営農類型についてこれを示すと次のとおりである。

[個別経営体]

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法 鹿業従事の態嫌等

箆E宣きゅう り経 -複式簿記記帳によ り経営管

〈基幹作目〉 〈資本主主備〉 -休日111の導入

営 型車

促成きゅうり 3. 00  Om  大型単線ビニールハウス 3棟 -青色申告の実施 -パート活用

向車jきゅう り 3. 00  Om  3. 000而

ぐ経営線復〉 作業場 1横 55m  

ピニ-Jレハウス【大型)

トラヲ$1- 20PS 

3. 00  Om  

自動力一子ン装置 3セッ ト

経肥かん水装置 3台

傑磁ガス発生装置 3台

~昆暖房彼 3台

〈経営条件〉

復合環焼事l御装置

箆胞かん水自動装置E

炭酸ガス発生装震

-纏式簿記記帳の実胞により

磁農経営 〈基幹作自〉 〈資本設備〉 -休日制lの湾入

経

乳用牛{ホルス告イン種) 45頭 牛舎 660m 営と家計の分穣を図る -酪農へJレバーを活用して飼

飼料作物 自動給餌機 -青色申告の実施 養管理労働の経議を因る

-パソコンの利用により高度

イ$1リ7ンライグラス 4ha ，{ソコン

な

とうもろこし 2 h a トラ'7$1- 20PS 飼養管理を行う

ソルガム 2 h a ロールベーラ

経産牛 35頭 コーンハーベスヲ

(育成若牛7頭.育成子牛3頭) 権肥舎 162m 

飼料作付地 4ha 〈経営条件〉

(自作地2h a.借入地2h a) -飼料作大型後械は共同利用

-受続卵移僅筏街の活用

-パソコンの活用

-酪農ヘルパーを定期的に活

用
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営農類型 | 経営糊

切花経営 I <制作目〉

スカシュリ 1. OOOm 

花モモ 20a 

〈経営規律〉

ビニールハウス 1. OOOm 

山け経営 I <基幹何〉

しいたけ

1年lまだ木 3ha18.00 

0本

2年ほだ木 17， 000本

3年ほだ木 1 5. 00日本

(4年lまだ木 2. 200本)

〈経営規槙〉

祖国本数 18， 000本

用役lまだ木保有

本数 33， 000本

生産方式

〈資本註備〉

経営管理の方法 | 農業従事の脚等

・嶺式簿記側の実施により経 | ・休日常叫入

ビニールハウス 1， OOOm I 営と家計の分縫を図る

トラヲヲ- 20PS 

土壕消毒機 1被

3セy ト

暖房機 1台

遺花機 1台

保冷庫 9. 9m  

〈経営条件〉

・ハウスは複合環境制御

.切花の周年生産

• E事根‘宿椴草の種苗の安定

確保

• E事線、宿根草の低温処理委

託

-スカシュリは年3作

〈資本訟儲〉

フレーム2様 300m 

人工ほだ場2棟 300m 

作業場素膚庫 1練 100m 

フォークリフト等機械一式

しいたけ乾燥俄

〈経営条件〉

・伏せこみ場及ぴほ爆は、フ

レームに近〈動力遺憾車

の乗り入れが可能

-しいたけの品種は、冬だし

系70崎、夏だし系 30怖を

使用

-ほだ木残存率lま.2年次95

崎、3年次 85崎、 4年次 2

0% 
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-青色申告の実錨

-販売管理‘簿記記帳経営診

断等にパソコンを、各種情

報収集にファヲシミリを活用

L.経営の合理化を図る.

-複式簿記記帳の実絡により経 | ・休日制lの導入

営と家計の分濯を図る -贋用労働力を憶保し

-青色申告の実施 過重労働を防止する



[組織経営体]

営農類型 経営規複 生産方式 経営管理の方法 農業従事の態織等

山間観光農業 〈基幹作目〉 〈資本詮備〉 -経営管理や廟客管理をパ、ノ -休日制の導入

コン‘ファヲシミリを利用し

経営 ぶどう '00 a 作業場 4棟 240rri -パー トの雇用

て

(主たる従事

雨よけぶどう 80a ビニールハウス 8， OOOm・ ，す輪すっ・

者

4名) ，、ゥスいちご 8， 00 orri スピードスプレーヤ -煽客サービスは共同直売、

〈経営規模〉 ト ラヲ~ - 20PS 施ZE管理主の中で一本化して

畑 4 h a ファクシミ リ 4台 行う
j 

〈経営条件〉

-共同直売絡註{売底‘休憩所)

を革連点にした観光農業

-雇用を安定的に確保

(旧荒川村)

中核的農家の農業経営の目標

中核農業の農業類型、目標規模等を示すと次表のとおりである

営 農 類 型 目 標 規模 作目構成 戸数 〈主主将 三t !~ 8 f~~ ~!

{匡l 酪農 専業経嘗 3 OR~ 乳用牛 2 

ノ、 観光農業経営 ， . 'r 、.ヘ;，)("; ー，-、、，

，ニ:r::、>与AI:、，.・」再.、，匂リ-れf:， ~ ?二つ』、 1 3 

経

件品よ4、

協

業 該当な し

経

声邑以 電
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(2 )農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向

(旧秩父市)

当地域の農用地は 725. 37haで 1戸当た りの平均経営面積は O. 6ヘクタ ールで自
立経営を志向するには規模が小さすぎる。地域内農家の うち兼業農家は約 90%であ り、 今
後はこれら の農家よ り遊休化 している農地等の流動化を地域の話 し合い活動等により 積極的

に推進し、中核的担い手農家へ面的にまとまっ た形で集積をはか り、合理的利用と 機械化の
確立をすすめるとともに、 各農家の経営規模の拡大を図 っていくことが必要であ る。

(旧吉田町)

農地の効率的、総合的な利用を図るための流動化や裏作導入等の目標を示すと表のとおり であ

る。

.用地等の流動化 盤作業の受委託 .作業の共同化 耕地利用率 裏作導入

現在(平成 10年) 1 h a 1 組織 29 戸 50五 1 h a 

h a 

平成 12年 4 3 2 40 70 3 

平成 17年 10 5 4 60 80 4 

、旧荒川村 J

農地の効率的、総合的な利用を図るための流動化や裏作導入等の目標を示すと表の通りであると

農用地等の 農作業の 563支5 作 業の

J'J11玄L 動 イヒ 受委託 止土 同 {ヒ 耕地利用率 裏作導入

ha ha f3~t P % ha 

現在 (6年) 。 1 1 3 8 4 8 。3 

1 1年 。 1 3 8 4 8 。5 

1 6年 。 1 3 8 4 8 O. 7 

2 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進を図るための方策

(旧秩父市)

( 1 )地域農業集団の育成対策

ア 地区農政協議会、地域農業集団代表者会議等を開催 し情報の交換、検討の機会を設

け、 それら を通して農業生産基盤の整備、生活環境整備等の推進を図る。

イ 農用地利用地図等を利用した話 し合い活動によ り、兼業農家からの未利用地、不耕
作地の掘 り起 しを推進 しその有効利用を図るとともに、中核農家への集積を図る 。
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( 2 )農用地利用増進事業、農地保有合理化促進事業等農用地の流動化対策

ア 農地流動化に対する税制上の優遇措置、委託した場合の農地法上の取り 扱い、あっ

せん事業の内容等を広報紙あ るいはチラ シ等により関係者の理解を高める とともに、
農地流動化の意向調査等を実施して権利移動の円滑化を図る。

イ，流動化推進員の活動、地域農業集団の話し合い活動等を通して中核的担い手農家へ
の農地の集積、農地の集団化をはかり 、中核的担い手農家の育成を図る 。

( 3 )農作業の共同化、受委託の促進対策
農業生産基盤整備の推進をはかり、大型機械の導入等農作業の省力化によ り生ずる

中核農家等の余剰労働力によ り農作業の受委託の促進を図る とともに、 農作業の共同
化をはかり高年齢化していく 農業労働力の増加に対応した農業経営の確立を図る。

(旧吉田町)

上記経営規模や誘導方向を実現するために、特に次の方策を積極的に推進するものとする。

(ア)地域農業集団の育成対策

担い手農家や多数の農家の参加による地域農業集団を育成し、次のような活動を推進する。

( 1 )担い手農家と多数農家との協調連携を強め、土地や労働力等の効率的利用を図る。

( 2 )作付け地の集団化を図る。

(3 )未利用農地や不耕作地の有効利用を図る。また、裏作の導入等を推進する。

(4 )中核農地への農地(利用権)の集積や作業受託を推進する。

(イ)農用地の集団化対策

農業後継者や中核農家による高能率な生産組織を育成し、次のような活動を推進する。

( 1 ) 機械・施設の共同利用を図る。

(2 ) 作業受委託を推進する。

(3 ) 耕種農家と畜産農家との連携により、野菜栽培等への堆きゅう肥の有効利用や円滑な供給

等を推進する。

(ウ)農業経営基盤強化促進事業、農地保有合理化事業、農地移動適正化あっせん事業等農用地

の流動化対策

各事業の内容や手続き等が広く農家に理解されるよう努めるとともに、農地銀行活動の強化

を図り、中核農家等に認定農業者への農地(利用権)の集積を図る。

( 1 ) 農地流動化に対する税制上の優遇措置、委託した場合の農地法上の取り扱い、あっせん事

業の内容等を広報紙あるいはチラシ等により関係者の理解を高めるとともに、農地流動化

の意向調査等を実施して権利移動の適正化を図る。

( 2 ) 流動化推進委員の活動、地域農業集団の話し合い活動等を通じて、中核農家への農地の集

積、農地の集団化を推進し、中核農家の育成を図る。
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(旧荒川村)

よ記経営規模や誘導方向を実現するために、特に;欠ぎの方策を積極的に推進する

~ 1 i 地域農業集団等の育成対策

中核農家や多数の農家の参加による地域農業集団等を膏成し、次のような活動を推進するご

ア 中核農家と多数農家との協調、連帯を強め、土地や労働力等の効率的利用を図る ζ

イ 作付地の集団化を図るc

ウ 未利用地や不耕作地の有効利用を図る、また裏作の導入を推進する c

エ 中核農家への農地 (利用権iの集積や作業受託を推進す合るご

地域農業集団等の推進体制図

地区農政協議会

栗 繭 食 務 茶 重見

栽 ん 生 用 霧 生 光

培 '- 産 茸 生 産 ゐ、

組 組 組 出 産 組 ど

.6- ..6、 i口~ 荷 組 .6- つEコ t:J ロ

組 .6. 組仁コ

tEh 3 .6. 
t:J 

イヒ 茄 そ

ナーIfー 子 iま

生 生 生

産 産 産

組 組 組

£き、 .6. .6. 
Eコ Eコ 亡コ
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農政総合推進協議会

;義 .6- 代 表ヨコz

農 業 主ヨ民'" 員

庄盛3支E 協 長

農業共済理事

農 業 生 産 団 体 長

農業後継者代表

生活改善団体代表

学識経験者

その他村長が必要と

認めた者



農業生産組織の育成対策、2

農業後継者や中核農家による高能率は生産組織を育成し次ぎのような活動を推進する ー

楼械施設の共同利用を図るc

作業受託を推進する ζ

耕種農家と畜産農家 との連携による野菜残さ等の有効利用や堆きゅ う肥の円滑な供給等を

ア

イ

推進する

ウ

機械化集団の推進体制図

地区農 政協 議会 .o. 
口

推進協 議 会

政農

農 業振興総合推進体

そ茄
司ふ←

イヒ日差是茶高食繭栗

iま子ー←
ナ寸聖予光笠霧用生ん栽

培
生

ヨミ

組組組

正~ .o.正』
口口口

産

生

産

国観

農

園

光

ノ当、

ど

、「，
F

産

組

A 
Eコ

生

産

組

耳

出

荷

産

組

合

、司自

組

合

組

合

村
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3.1 農用地利用増進事業、農地保有合理化促進事業等の流動化対策

各事業の内容や手続き等が更に広く農家に理解されるよう努める とともに、農業委員や流動化

推進委員の農地銀行活動の強化を図り 、地域農業集団活動等を結びつけ中 核農家への農地 (利

用権)の集積を図る c

農地流動化の推進体制図

農地高度利用促進協議会

村 村 農委 農等 地

;義 業員 業の 区

長 ~恥
玉3長Zご 共役 代コz:;;;

議 員 同職 表

員
..o、

組員 者τE王

b. 
I:J 

農 地 流動 化推 進員

3 森林の整備その他林業の振興との関連

(旧秩父市)

該当なし

(旧吉田町)

件す以L唱

i昔

経

験

者

借手農家

大字上吉田地区においては、地域森林計画との関係に留意しつつ、傾斜地を利用した花木間の

造成を行い、観光農業の育成を図る。

(旧荒川村)

小野原地区においては、森林施業計画との関連に留意しつつ緩傾斜を利用した体験農 園の造園

を行い樹園地の基礎強化を図る
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第4 農業近代化施設の整備計画

1 農業近代化施設の整備の方向

(旧秩父市)

1 .農業近代化施設の整備の方向
本地域のおかれている環境条件に対応して、首都圏の安定した生鮮食料品の供給基地とし

て確立させ、本地域の特産物と目されるこんにゃく、ぶどう、くり、しいたけ、きゅうり、
いち ご等の先進的銘柄団地の造成をはかり、これを育成する。

こうした観点から今後の農業生産をすすめるに当たっては、需要の増大が見込まれる特用
作物、果樹、野菜に重点をおき、生産の拡大を促進して、本地域農業の重要部門として確立
する。また、養蚕等についても特産地形成と併せて推進する。稲作については、良質米の生
産を目途に裏作も含めて生産性の高い稲作経営の育成向上を図る。なお、農業生産物の生産
の増大に伴う流通、販売、加工等の施設整備についても、価格の維持確保のため、 農協等を
単位に積極的に推進整備する。また、このような基本方向に基づき、次に掲げる地区区域別
重点作目 の振興をはかり、それぞれ近代化施設も可能な限り 整備する。

(ア)こんにゃく・ ・・; 本地域の特産物として、古くから取り入れられた作目であり、自
立経営志向農家を中心に規模拡大が図られてきたが、未だ経営耕地の分散や、規模の
零細が目立っているので、今後規模の拡大を図るとともに、団地化を促進し、生産性
を高めていくものとする。

(イ)果 樹・・・・ ぶどう、くり、かき等市場出荷を主として栽培されてきたが、近
年観光農業へ移行してきたので、更に団地規模を拡大して、観光需用に応じられるよ
う、 一部林地を開発し果樹園造成を行うとともに、施設の充実を図る。

(ウ)野 菜・・・・ 本地域の主要な野菜のきゅうり、いちご、なすについては、省力
と安定多収を図るため、良好品質の統一、育首施設の設置等近代化施設の完備を積極
的に行い、主産地化を促進する。

(エ)しいたけ・・・・・・ 本地域の重要な林産物の一つであるしいたけについては、農用地
のみでなく山林も利用できるので、東京市場向生 しいたけを主体とするが、 観光的に
もしいたけ狩り等積極的に取り組む。

(オ)養 蚕・ 2 ・・ 近年まで多くの農家が養蚕を経営の中に組み入れ、農業経営よ大
きな役割を果たして来たが、ここ数年の繭価の低迷により他作目への転換をする農家
も増加している。また、旧村単位に設置されていた養蚕農協が秩父市農業協同組合に
合併された。今後においては複合経営の一部門として、兼業農家の休閑桑園の借地契
約等により規模の拡大を図るとともに桑園の集団化をはかり、また稚蚕飼育の共同化
等により、経営の合理化を促進し養蚕経営の安定化を促進する。

(カ)畜 産・・・・ 畜産物の需要は年々増加 し、当地域においても酪農、養豚部門に
おいて経営規模の拡大が図られ、専門企業化の方向に移行しつつある。今後畜産部門
の主産地化を図るためには、 畜産経営に起因す る環境汚染を防止しつつ、生産技術の
改善、近代化施設の充実と飼料の価格の高騰に対処して、草地造成を更に拡大し、生
産性の高い畜産経営の確立を図る 。

(キ)米 ・ 麦・・・・ 本地域の稲作は 1戸当たり 最高 70 a程度と小規模経営で飯米自
給を主と して作付けされているが、当地域農家においては意識的に強い執着を もっ て
おり、他作目への転換はほとんど考えられない。麦作についても食糧の不足が予想さ
れている現在、麦作についての考え方も変わってきており、作付けも徐々に増反の傾
向にあるので、圃場整備等をして中型機械の導入を行い合理化をすすめる。

(ク)茶・・・ ・・・・・ 本地域については現在自家用茶の生産が主体となっているが、遊休化
していく 桑園の利活用を図っ てゆく中で、散在している茶園の集団化及び摘み取り作
業の機械化、 2番茶の摘み取り 等を推進すること により生産量の拡大を図ってゆくと
ともに、生葉販売農家を組織化し、茶生産体制の充実と合理化をすすめる。

0 上の台区域
野菜、果樹、し いたけ、 養蚕が中1[;となるが、 野菜についてよ り産地化を図るため、

スプリンクラ一、ビニールハウス 、しいたけハウス等を設置 し、規模拡大を図る。
0 別所区域

養蚕を中心とした多作自による複合経営を行ってきたが、今後は観光資源に恵まれた
立地を生かし、果樹、しいたけ等を振興作目として農用地の集団化及び施設の整備を図
る。
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0 黒谷区域

養蚕、野菜、米が主であったが、交通、 観光立地の有利性を生かし、果樹、野菜、し
いたけ等を振興作目と して追加 し、 農地の集団化、機械化体系の確立と近代化施設の整
備を図る。

0 堀切・小柱区域
養蚕、畜産、米、こんにゃくを基幹作目と して農業経営を行って いるが、今後におい

てもこれら作目を基幹とし規模拡大を図るため、圃場整備等を行い中型機械化体系の確

立と近代化施設の整備を図る。
0 大田・伊古田区域

養蚕、畜産、米、野菜、こんにゃくを基幹作目 として農業経営を行ってお り比較的専
業農家も多 い。今後においてもこれら作目を基幹とし規模拡大を図るため、農用地の集

団化を基本とし機械化体系の確立と施設の整備を促進する。

0 品沢区域
山間地帯で地形複雑なため耕作面積も 少なく兼業農家も比較的多いが、 畜産、養蚕、

こんにゃく、野菜を基幹作目とした大規模専業農家も相当ある。今後においても土地基
盤整備は困難で あるが、 養蚕、畜産、こ んにゃく、しいたけ等地域に適した作自の規模

拡大を図るため、省力技術の導入、施設の整備を促進する。

0 寺尾区域
上、中寺尾地区は市街地へ至近距離にあるため、工場、住宅建設等も目立ってきてい

るが、一般的には純農村地帯で専業農家も多い。特に養蚕については大規模専業農家が
多い。今後においても 養蚕、畜産及び観光ぶどう、しいたけを基幹作目として農用地の
集団化、 機械化体系の確立と近代化施設の整備を図る。

0 蒔田区域
養蚕、米、 こんにゃく、 野菜を基幹作 目とした純農村地帯であ り、 畜産も さかんで大

規模専業農家も多い。今後においても養蚕、米、こんにゃく、野菜を基幹作目として農

用地の集団化を基調とし、機械化体系の確立と近代化施設の整備を図る。
0 田村区域

養蚕、野菜、しいたけを基幹作目と した純農村地帯で、特にハウス (きゅ うり、いち
ご)専業農家が多い。今後においても野菜、養蚕、畜産及び観光くり、しいたけを基幹

作目として、農用地の集団化を基調とし、 機械体系の確立 と近代化施設の整備を図る。

O 久那区域
養蚕、 しいたけ、米、畜産を基幹作目とした純農村地帯で 、養蚕、 しいたけの大規模

専業農家が多い。今後にお いては、県立秩父公園及び西部観光施設の設置を予定し、観
光ぶどう、くり、しいたけ及び養蚕を基幹作目として、機械化体系の確立と近代化施設

の整備を図る。

(旧吉田町)

本地域農業の進行作目は下記のとおりとし、今後これらの作自の産地化を図るため生産の増大

につとめ、加工等の施設整備の充実を図り、適正価格の維持のため流通販売経路を確保し、それ

ぞれの近代化施設の警備を行う。

このような基本方針に基づいて、下記のとおり地区別重点作目の振興を図り、それぞれ近代化

施設も可能な限り整備する。
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地区別重点作目

こんにゃ t垣E宣きゅう いち ぷど りん

饗蚕 肉牛 乳牛 養豚 栗 花王ヰ 花木 維茸

〈 り ~ つ 』ー

久 長 。。。 @ 。 。
赤平川右岸 。 。。 。 @ 。 。 。 。 。
吉田川右岸 @ 。。。 。 。 @ 。 。 。 。
吉国川左岸 。 。 。 。 。 。

よ 吉 回 。。。 。 。 。 。 。 。 。
石 間 A 。 。 。 企

開 際 A A ， 企 。 。
太 田 部 A 。
Oi)。印は今後積縫的に拡大する。 o即は紘大を基調とする。 ム印は合理化を促進する。

ア養蚕

本町の養蚕は、稚蚕協同飼育所の設置と養蚕飼育の近代化の推進により、労力の節減が図られ

規模拡大がみられる。その反面繭価格の低迷や高齢化による廃止に傾向にあるものの、新たに天

蚕の飼育を推進することにより基幹作目として重要な位置を占めていくと思われる。このため椎

茸との複合経営をも更に促進する。

イ畜産

畜産農家にとって、牛肉等の輸入自由化の問題など厳しい状況にある。近年肉牛においては、

生協との取引が開始され価格が安定しているが、他の部門については流動的な価格が予想される

ので、生産管理技術の改善及び自給飼料の確保等経営の合理化が必要である。

ウ野菜

施設きゅうりについては近年急速に伸びてきたが、なすの生産量も伸びておりきゅうりを上回

るほどである。今後は後継者を育成することにより生産量の増加を図る必要がある。また、山間

地の特性を活かした山菜(うど・わらび・ふき等)の栽培を推進する。この他、最近はハウスい

ちごも栽培され観光農業として安定しており、規模拡大を推進する。

エ工芸作 物

こんにゃくについては、価格の変動により作付面積が大幅に変わるが、町の特産品としての加

工販売と併せて拡大を図る。茶についても、町の特産品として加工販売するべく、土地条件を考

慮、しながら拡大を図る。

オ果樹

ぶどうは、観光ぶどう固として定着してきており、さらに優良品種を導入し囲う販売も考慮し
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ながら推進する。栗については、出荷の他、観光くり園としての活動も見られ、りんごも最近少

量ながら販売されるようになり、今後ぶどう・いちごとともに観光農業を支える品目として、生

産技術の向上を図る。

カ 花持・花木

切花・枝物とも生産出荷はされているが、規模が零細なため市場価格が低く生産意欲が低下し

てきている。そこで栽培技術及び促進技術の向上を図り有利な販売ができるよう努める。

( 1 )久長地区

平坦な農耕地帯であるため酪農・肉牛の単作及び養蚕・椎茸・水稲などを取り入れた複合経

営を推進する。

(2 )赤平川右岸地区

こんにゃく・施設きゅうりのほか新作目の導入をすすめ、養蚕・椎茸・水稲などを取り入れ

た複合経営を推進する。

(3 )吉田川右岸地区

酪農・肉牛・こんにゃく・ぶどう皿施設きゅうり・りんごの単作及び養蚕・椎茸・水稲・い

ちごなどを取り入れた複合経営を推進する。

(4)吉田川左岸地区

酪農・こんにゃくの単作及び養蚕・椎茸・施設きゅうり・なす・水稲などを取り入れた複合

経営を推進する。

( 5 )上吉田地区

酪農の単作及び養蚕・椎茸・施設きゅうり・なす・こんにゃく・花芥花木・栗・ゆずなどを

取り入れえた複合経営を推進する。

( 6 )右間地区

山間地のため椎茸・施設きゅうり・山菜などを取り入れた複合経営を推進する。

(7 )阿熊地区

山間地のため椎茸・こんにゃく・山菜・花丹花木・ゆずなどを取り入れた複合経営を推進す

る。

( 8)太田部地区

山間地のため椎茸・こんにゃく・野菜などを取り入れた複合経営を推進する。

(旧荒川村)

1 農業近代化施設の整備の方向

本地区の立地条件に最も適したと考えられる基幹作目として決定した、下記の作自 について今

後産地等を図る為に生産の増大にともな う流通販売、加工施設の整備充 実をはかる為近代化施

設の整備を行う c
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ゆまア

今後の養蚕の向上は難養蚕は以前のような向上は見られず、減少してい くことが予想されると

かしいと思われる

久那地区

主として茶、栗の生産がこの地域に即し先進地であり、今後は作付けの集団化を推

進し生産性の向上を期し近代施設の整備を図るー

上田野地区2 } 

もしいたけについて積極的に拡大を図り、施設園芸、花井、茶、栗等について

拡大を基調とする P

まゆ、

τ土r
TI: 今後は、そばの高能率営農集団の膏成に努力すると共に、農産物処理加工施設と直

備しいたけ栽培施設等の整所や農村広場施設を整備し体験農業の方向付けを図る

も促進するc

日野地区
円

、コ

業スイートコーン、さつまいも、施設野菜等観光農しし、fこけ、ぶどう、いちご、茶、

そぱ、対応の作自を図るため、給水施設、ハウス施設、共同防除機等の整備を促進するご

ブラムの生産を向上させるこリンゴ、菜、

小野原地区

を基幹として産地化をはかり、合わせてそばの振興を図る 3

特に鷺巣地区は、いちご、フラム、施設野菜等立地条件を生かした観光農業対応作物の

しいT二け茶

4 

振興を図る

佐久1也区広、v ，

こむにギく、茶、栗、そばを主軸とした経営規棲の拡大を図り、ハウス施設、給水施設

の整備を促進する

費川地区6 

こんにゃく、茶、そばを主軸として 、経宮規模拡大を図るため近代化施設の整憶を

促進する

米
マ
V
J

日
Zイ

従来秩父地方は養蚕が盛んで野菜は農近年施設野菜 'きゅうり 、なす J が増加してきている

地域の消費者は大幅に家の自給程度の作付けしかなく転送物が多かったが、近年における秩父

将来有望視されるようになってき増加し、特に秩父市という大消費地に隣接した本村の野菜は

ふきなどの山菜栽培も盛んにな ってたらの芽、わらび、うど、山間傾斜地を利用した、又、た

今後は栽培管理技術の向上をする農家などもみ られるおり 、地域の旅館、民宿等と契約栽培

促進し複合経営として確立を図るため、観光直売施設の整備を行う

品種導入

収益性の高い作付け選定を

工芸作物

こんにゃ くについては連作障害等により栽培意欲が減退しているが、病害防除、新
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等に対する助成を強め、更に新しい加工技術等を開拓した生産の増加及び 販路の拡大を図る c

茶については、 近年大幅に作付面積が増加し品種も従来のものから優良品種も従 来のものか

ら優良品種への改植が促進されているc 近代的な加工工場等を整備し「秩父茶」としての銘柄の

確立を図り観光直売を主として販路の拡大を促進する“

エ果樹

/S~ どうは特に商品性の高い品種を基本に、優良品種系統の導入を促進し、土壌改良、栽培技術

の向上を図る。又省エネルギ一対案に配慮したハウス施設、共同防除機械等の導入による適切な

作型構成などにより生産の安定と 、労働の軽減を図り 、集約型栽培を推進する 3

栗については、 山間傾斜地等を利用した栽培が行われているが=毎年作付面積が 増えている c

栽培技術を確立し良質な品種の導入により、市場の評価をたかめ生産 性の向上に努めるための

共同選果機の導入を図るご

地区別重点作目

トエL
』一~、 さつま f5s$: ζ フ

障耳
社〈 ，辛 実 た』苦ー ふとう L、ちこ t・d ムV'_ー :、 王 0三? 花子与 フラム ろ二し そ1;

会民

久 調H 。 。 。

上田野 。 。 。 。 。 。

日 野 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

小野原 。 。 。 。 。 。

白 久 。 。 。 。

賢 )11 。 。 @ 
」一一一

。印は今後積極的に拡大するョ OEDは拡大を基調とするー
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2 農業近代化施設整備計画

(旧秩父市)

箆訟の種類 位置及び規複

スプリンクラー 大字大宮 20セット

ビニールハウス 大字大宮 2ケ所 600m' 

糞尿処理施設 大字大宮 1ケ所 150m 

1士蚕ハウス 大字見I1所 5ケ所 500ni 

椎茸ハウス 大字見I1所 2ケ所 200m 

壮蚕ハウス 大字促切 3小4主

5ケ所 800 m' 

キュウリハウス 大字堀切 ・小柱

2ケ所 1. 000 m 

糞尿処理施設 大字沼切・ 小柱

5ケ所 750 ni 

乾燥施設(水稲) 大字小柱 1ケ所

トラクター (30PS~ 大字小柱 1'é~ 

40PSl 

コンノ〈イン 大字小柱 1台

カーペットダスター 大字小柱 1台

乗用田結後 大字小柱 1台

青苗施設(水稲) 大字小柱 1ケ所

1士蚕ハウス 大字太田・伊古田

10ケ所 1. 500 rTI 

キュウリハウス 大字太田‘伊古田

3ケ所 1.000市

妨除機 大字太田・伊吉田

動噴 2台

椎茸ハウス 大字品沢

3ケ所 330附

トラクター 大団地区 1ムEコ

土E量消毒機 大田地区 2台

こんにゃく種子貯蔵庫 大田地区 1ケ所 150m 

受益の範囲 対図 儲

利用組滋

受益地区 受益面様 受益戸数 番号 考

上の台 戸 ha 

A-l 1 5 5 上の台言葺集団を設立して這言 1 

5 0.1 上の古霊童集自を設立して遺言 2 

2 上の台畜産営裏集団を設立して遺言 3 

見IIP:庁 5 別所委霊堂轟集団を設立して運営 4 

A-2 4 2.5 別所経宣言差集団を設立して運営 5 

堀切・ 20 7 \!~ " H:霊宣言禁it~tL してき2 6 

小柱

C-l 5 0.1 \!if. ・ 4金~*~皇軍Z を設立 し てき言 7 

5 EE't卜自主詩集~tH&してお 8 

72 13.5 共同利用結合を設立して遷宮 9 

72 13.5 共同利用結合を設立して遺言 1 0 

72 13.5 共同利用組合を設立して遺言 1 1 

72 13.5 共同利用組合を設立して運営 1 2 

72 13.5 共同利用組合を設立して運営 1 3 

72 13.5 共同利用組合を設立して運営 1 4 

太田・ 30 太田・伊吉田養蚕営農集 1 5 

伊吉田 15 団を設立して運営

C-2 5 太回・伊吉田野菜営農集 1 6 

0.1 回を設立して運営

1 0 太田・伊吉田野菜営農集 1 7 

3 団を設立して運営

ロ'"ロ ifコ、 5 品沢中盤茸営農集団を設立

C-3 して運営 1 8 

堤切 目小柱 50 30 太田菱霊堂書集団を設立して遺書 1 9 

太田，伊古 20 6 士E こん I: ~< ~t主~tÏitL して:ft 20 

回目品沢 20 6 大目こ ん日 ( 22主ÎlHti して~~ 2 1 

C -2 

~3 . 
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1士蚕ハウス 大字寺尾 3ケ所 600ni 寺 尾 1 5 10 寺尾萎歪営呈集団を設立して遷宮 22 

キュウ')ハウス 大字寺尾 2ケ所 500ni 0-1 5 o 1 寺尾野菜雪量集団を設立して運営 23 

椎茸ハウス 大字寺尾 1ケ所 5 寺尾権宣言票集団を設立して運宮 24 

スピードス フレイ ヤー 大字寺尾 1ムEコ 1 0 5 寺尾果樹霊童集団を設立して逗雷 25 

壮蚕ハウス 大字E寺田5ケ所 1.000 ni 蒔田 25 15 蒔田!養蚕雪量集団を設立して遷宮 26 

イチゴハウス 大字蒔田 1ケ所 300m' 0-2 3 蒔田イチゴ営嚢集団を設立して這富 27 

キュウ リハウス 大字E寺田3ケ所 600ni 5 耳目キュウリ ~i皇 IWi立して宣言 28 

糞尿処理施設 大字蒔田2ケ所 5 存田畜産営護集団を設立して運営 29 

コン1¥イン 大字蒔田 1台 5 1.5 共同利用組合を設立して運営 30 

トラクター 大字蒔田 1台 5 1.5 共同利用組合を設立して運営 3 1 

1士蚕ハウス 大字国村 3ケ所 600m' 田 村 1 5 10 田村菱霊堂重集団を設立して運営 32 

イチコ.ハウス 大字国村 3ケ所 900m' 5 3 田村イ子ゴ営墨集団を設立して運営 33 

キュウリハウス 大字国村 2ケ所 500ni 0-3 5 自宅キュウリ~!量[tH !l し てき2 34 

糞尿処理施設 大字国村 2ケ所 5 田村畜産営量集団を設立して運営 35 

飼養管理舎 大字国村 1棟 50ni 3 田村畜産営豊集団を設立して遣富 36 

椎茸ハウス 大字国村 3ケ所 300m' 5 田村権茸堂量集団を設立して運営 37 

農産物直売所兼休憩所 大字田村 1ケ所 5 共同利用組合を設立して運営 38 

トラウヲー ; 30PS~ 40PS ) 尾田蒔地区 1台 寺尾 ・5寺田 50 30 尾田ff養蚕宮雲集団を設立して霊宮 39 

パックホー 尾田蒔地区 1台 田村 1 5 8 尾田蒔妾歪雷雲集団を設立して運営 40 

-1 

0-2 

-3 

配蚕車 大字久那 1ムCコ 久 那 95 40 久~Þi霊堂墨集団を設立 して遷宮 4 1 

動力噴霧機 大字久郡 1台 95 40 久~ß蔓霊堂呈集団を~立して遺言 42 

自動給桑施設 大字久那 1台 E- l 95 40 久話芸霊堂墨集団を設立して遺言 43 

壮蚕ハウス 大宇久郡20ケ所 1 200 rrl 50 30 久慈養蚕雪量集包を設立して運営 44 

椎茸ハウス 大字久那 5ケ所 500ni 5 久認権葺堂垂集団を設立して運営 45 

柚子貯蔵庫 大字久那 1ケ所 23 5 共同利用組合を設立して遺書 46 
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(旧吉田町)

受益の箆図

絡訟の種類 位置及び規複 利用組織 対図番号 備 考

受益地区 受益面積 受益戸数

養蚕野菜複合複合共用ハウ

大字下吉田字弁よ 3t車 井上・ Dー 1 5. 1 h a 3戸 共同利用組合 1 

ス

11 

共用絡霞湯水港水没自信

1式

牛 舎 大字下吉田字新志 t練 新志 'Aー 1 農家 2 

大字下吉田字釜のよ 1 

いちごハウス暖房装置 上の柴・ Cー 1 農家 3 

t車

， 11 

農産物販売施~ 上の柴・ C-l 2 農家 4 

1様

(旧荒川村)

受益 受益 受益 対図

施設の種類 位置及び規模考 I也区 面種 戸数 hRE i; 番号 {薦 考

そば打ち体験施設 上田野 (荒川農協) J さlさし )11 全 域 1 

// 刈取機 f/ 

// 乾燥施設 1/ 

11 選別機 /1 

11 貯蔵施設 /1 

/1 刈取機運搬用ト ラック /1 

11 トラクタ ー /1 

38 



3 森林の整備その他林業との関連

(旧秩父市) 該当なし

(旧吉田町)

上吉田地区に林業用苗木の育苗施設を整備 し、苗木の安定供給を図る。

(旧荒川村)

上田野地区においては、樹皮及びlまだ木廃木を原料とするパーク肥料供給体制の整備を図るご

第5 農業従事者の安定的な就業の促進計画

1 農業従事者の安定的な就業の促進の目標

(旧秩父市)

当市における兼業農家の就業形態は、下表にも見られるとおり大半が地場産業であるセメ
ント、精密機器関係への』恒常的勤務などの安定的兼業である。 しかし、若年層を中心に人口
の流出や、日雇等の不安定な就業形態も一部に見られることから観光農業の推進や、特産品
の開発と、その加工品等による就業機会の確保を重点に推進するものとする。

区 分 従業地

市町村内 市町村外 dE込コ 言十

E 
男 女 言十 男 女 き十 男 女 E十

鉱 業 13 14 2 。 2 15 16 

建設業 130 14 144 17 18 147 15 162 

製造業 253 184 437 85 30 115 338 214 552 

卸売小売業 154 113 267 45 29 74 199 142 341 

恒常的勤務 金融・保険業 15 11 26 2 3 5 17 14 31 

不動産業 3 2 5 。 4 2 6 

運輸 ・通信業 74 8 82 17 3 20 91 11 102 

電気・ ガス・水道業 10 11 。 11 12 

サービス業 115 97 212 23 22 45 138 119 257 

全土 務 39 8 47 3 4 42 9 51 

E十 806 439 1245 196 89 285 1002 528 1530 

建設業 20 8 28 20 8 28 

製造業 38 16 54 38 16 54 

自営兼業 卸売小売業 76 33 109 76 33 109 

運輸 ・通信業 8 4 12 8 4 12 

電気 ・ガス・水道業 11 4 15 11 4 15 

サービス業 17 7 24 17 7 24 

5十 170 72 242 170 72 242 

建設業 6 6 6 6 

出稼ぎ 製造業

サービス業 3 3 3 3 

言十 7 3 10 7 3 10 
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鉱 業 19 19 6 6 25 25 

建設業 87 6 93 32 33 119 7 126 

製造業 45 52 97 3 3 48 52 100 

日 雇 卸売小売業 5 18 23 5 18 23 

臨 時震 不動産業

運輸 ・通信業 8 9 9 10 

電気 ・ガス・水道業 15 15 4 4 19 19 

サービス業 4 2 6 4 3 7 

公 務 4 4 4 4 

言十 183 84 267 46 2 48 229 86 315 

合計 1159 595 1754 249 94 343 1408 689 2097 

(旧吉田町)

本町は東京から 80km圏内で、秩父鉄道の皆野駅から 10kmをパスで乗り継ぐ。道路は国

道 140号線から主要地方道皆野・吉田・両神線と通って荒川村まで通じている。以前より改良

等は進んでいるが、まだ十分とはいえない。就業の機会と しては、マイカーによ り近隣市町村へ

の通勤は容易である。上吉田地区にある高齢者生産活動センターは、特産農作物を加工し付加価

値を高める施設であり、これを活用することにより高齢者や女性の就業の機会が増加するよう推

進する。

単位人

区 分 従 * 地

E 市 町 村 内 市 町 村 外 A ロ 計

男 女 計 男 女 2十 男 女 :+ 

遺輸通信*

恒常的勤務 製造業 250 138 388 138 78 216 388 216 604 

E十

小売業

自営責監集 製造業 39 20 59 23 10 33 62 30 92 

計

出稼ぎ 。 。 。 。 。 。 。 。 。
Z十

サーピス業

日庖・臨時趨 建設業 21 8 29 16 9 25 37 17 54 

計

tt計 310 166 476 177 97 274 487 263 750 

資料 農林業センサス.農家意向調査による

40 



(旧荒川村)

本村は東京から 80 km圏内で、秩父鉄道終着駅三峯口を含め 5力所の駅があ り、国道 14 0号が

東西に走ってお り、交通体系が発達した条例であるため就業機会には恵まれているご日野地区の観

光農業については、特産物に付加価値を高め高齢者や婦人等参加できる、地場産業活用用について

検討すると

区 分 男 女

恒常的勤務 人 人

自宮兼業

主に出稼ぎ
d 

日やとい

言十

2 農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策

(旧秩父市)

E十 害1) t口〉、

263 人 % 

33 

4 

8 

308 

( 1 )地場産業への就業機会の確保を図るとともに、順次就業相談活動へも取り組んでゆく。

(2 )秩父の美しい自然や風土、 豊富な観光資源を背景に観光農業の振興を図るとともに、 特産品

の開発等による就業機会の確保を図ってゆく 。

(旧吉田町)

秩父リゾート計画をふまえ、観光農業の振興を推進するとともに、特産品の開発を進めるなか

で、付加価値を高めるための加工施設を整備し就業機会の確保を図る。

(旧荒川村)

該当なし

3 森林の整備その他林業の振興との関連

(旧秩父市) 該当なし

(旧吉田町)

椎茸等の特産林産物を今後も振興し、農林業の就業の機会の確保と地域資源の有効利用を図る。

(旧荒川村)

本村の得用林産である椎茸‘しめじ、わさ び、うとなどの山菜栽培等を生産普及拡大しこれらを

原料とする加工施誌を設置し、農林家の就業機会の確保と地域資源の有効利用を図る
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第 6 生活環境施設の整備計画

1 生活環境施設の整備の目標

(旧秩父市)
農村地域における混住化、兼業化等の急速な進展にともない、 無秩序な開発、組放的な農

地利用等の進行が見られている。このような状況のなかで、地域農業の振興、農業構造の改
善と活力ある美 しい住み良い農村作りを同時に実現して行く ため、 農用地利用計画と の整合
を図るとともに、地域の実情に合せた集会施設、農村広場等の整備を進めて行くものとする。

(旧吉田町)

農村の構成員の多様化、事業化等の急速な進展に伴い、無秩序な開発、粗放的な農地利用、農

業用排水路や河川の汚濁の進行がみられる。また、農地の流動化や作業受託を円滑に推進するた

めの前提となる、地域の合意形成や協力行動などが促進される条件を整えることが一層重要とな

っている。これらのことを考えると、地域農業の振興、農業構造の改善は、活力ある美しく住み

よい農村づくりとを同時に実現していく必要がある。さらに、集会施設、農村公園、農村広場等

の整備にあたっては、農用地利用計画との整合を図るとともに地域の個性を生かし、利便性のみ

ならず快適性、景観等にも十分配慮するものとする。また、地域住民の合意により、地域施設の

ほか土地、水の合理的かつ計画的な利用と管理を図るものとする。

(旧荒川村)

農村の構成員の多様化兼業化等の急速な進展に伴い、無秩序な開発、粗放的な農地利用、農業

用排出路め河川の汚染の進行が完られるニ

また 農地の流動化や作業受委託を円滑に推進するために、前提となる地域の合意形成や共同行

動などが促進され合条件を整えることが一層重要になでている

地域農薬の振興、農業借造改善と活力ある美 しく住みよい農村づくりを同時に実現していく必

要がある 農利広場、集会施設、農村公園等の整備に当たっては農用地利用計画との整合を図る

とともに、地域の個性を生かし利便性のみならず、快適性、景観等にも充分配慮するものとする:

また地域住民の合意による協定等により、地域施設のほか土地、水の合理的な利用の計画と適正

な管理を図るものとする

2 生活環境施設の整備計画

(旧秩父市)

施設の種類 位置及び規模

集会施設 大字寺尾永田地区

集会施設 大字小柱地区内

(旧吉田町)

地域の要望に応じて逐次計画、実施する。

対図番号 備 考

1棟 200ni 1 

1棟 2 19m' 2 
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(旧荒川村)

b包 壬邑F又1レ の 手重 委員 位置及び規模 対図番号 {属 考

小野原区農村センター 木造平屋 1棟 1 5 0肘

下郷区 11 11 200附 2 

3 森林の整備その他林業の振興とその関連

(旧秩父市) 該当なし

(旧吉田町)

間伐材等を大いに利用して生活環境施設等の整備を図る。

r旧荒川村;

地域の共同利用施設の建設に当たっては、間伐材等の利用について検討を行い‘建築

コストの低減と手作りによる共同作業を通じた連帯感の醸成を図るご

4 その他の施設の整備に係る事業との関連

(旧秩父市) 該当なし

(旧吉田町) 該当なし

(旧荒川村 該当なし

第 7 附図

(旧秩父市)

別添
1 土地利用計画図

2.土地基盤整備開発計画図
3. 農業近代化施設整備計画図

4.生活環境施設整備計画図

(旧吉田町)

別添

1 土地利用計画図 (附図 1号)

(附図 1号)

(附図 2号)

(附図 3号)

(附図 4号)

2 土地基盤整備開発計画図 (附図2号)

3 農業近代化施設 (附図3号)

4 農村生活環境施設整備計画図 (附図 4号) 該当なし
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i 旧荒川村

別添

1 土地利用計画図 L附図 1号ノ

2 土地基盤整慌開発計画図 (附図 2号)

3 農業近代化施設 附図 3号，

4 農村生活環境施設整備計画図 :附図 4号j

別記農用地利用計画

( 1 ) 農用地区域

ア 現況農用地等にかかる農用地区域

イ 現況森林、原野等にかかる農用地区域

(2) 用途区分
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農用地利用計画
(1 )農用地区域
ア現行農用地等に係る農用地区域
農用地区域は次の表の区域の範囲の欄に掲げる土地(地番)である。

地区区域番号
区域の範囲

大字 小字 本番 枝番区分
旧秩父市 A-1 下宮地町 5348 3 

旧秩父市 A-1 大宮 下宮地 5359 10 

旧秩父市 A-1 大宮 下宮地 5359 12 

旧秩父市 A-1 大宮 下宮地 5359 22 

旧秩父市 A-1 大宮 下宮地 5359 24 

旧秩父市 A-1 大宮 下宮地 5359 29 

旧秩父市 A-1 大宮 下宮地 5359 51 

旧秩父市 A-1 大宮 下宮地 5359 52 

18秩父市 A-1 大宮 下宮地 5359 53 

旧秩父市 A-1 大宮 下宮地 5359 54 

旧秩父市 A-1 大宮 下宮地 5359 55 

旧秩父市 A-1 大宮 峰沢 5405 

旧秩父市 A-1 大宮 峰沢 5424 

旧秩父市 A-1 大宮 峰沢 5445 

旧秩父市 A-1 大宮 峰沢 5477 

旧秩父市 A-1 大宮 峰沢 5479 

旧秩父市 A-1 大宮 峰沢 5486 

旧秩父市 A-1 大宮 峰沢 5487 

旧秩父市 A-1 大宮 峰沢 5487 5 

旧秩父市 A-1 大宮 峰沢 5500 

旧秩父市 A-1 大宮 峰沢 5504 

18秩父市 A-1 大宮 峰沢 5509 

旧秩父市 A-1 大宮 峰沢 5509 2 

旧秩父市 A-1 大宮 峰沢 5509 4 

旧秩父市 A-1 大宮 峰沢 5513 

旧秩父市 A-1 大宮 峰沢 5527 

旧秩父市 A-1 大宮 峰沢 5527 2 

旧秩父市 A-1 大宮 峰沢 5530 

!日秩父市 A-1 大宮 峰沢 5531 

旧秩父市 A-1 大宮 東平 5709 

旧秩父市 A-1 大宮 東平 5717 

|日秩父市 A-1 大宮 東平 5744 

旧秩父市 A-1 大宮 東平 5745 

旧秩父市 A-1 大宮 東平 5746 

旧秩父市 A-1 大宮 東平 5746 3 

旧秩父市 A-1 大宮 東平 5746 4 

旧秩父市 A-1 大宮 東平 5749 

旧秩父市 A-1 大宮 東平 5750 

旧秩父市 A-1 大宮 東平 5757 2 

旧秩父市 A-1 大宮 よノ台 5760 

旧秩父市 A-1 大宮 上ノ台 5760 

旧秩父市 A-1 大宮 上ノ台 5761 3 

旧秩父市 A-1 大宮 上ノ台 5762 

旧秩父市 A-1 大宮 上ノ台 5763 1 a 

旧秩父市 A-1 大宮 上ノ台 5763 1 b 

旧秩父市 A-1 大宮 よノ台 5764 

旧秩父市 A-1 大宮 上ノ台 5765 

旧秩父市 A-1 大宮 上ノ台 5772 

旧秩父市 A-1 大宮 上ノ台 5773 2 

旧秩父市 A-1 大宮 上ノ台 5773 3 
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備考





地区区域番号
区域の範囲

備考
大字 小字 本番 枝番区分

旧吉田町 下吉田 福田 3 2 

旧吉田町 下吉田福田 4 

旧吉田町 下吉田 福田 4 2 

旧吉田町 下 吉 田 福 田 5 

旧吉田町 下吉田福田 14 

旧吉田町 下吉田福田 16 

旧吉田町 下吉田福田 17 

旧吉田町 下吉田福田 18 

旧吉田町 下 吉 田 福 田 20 

旧吉田町 下吉田福田 22 

旧吉田町 下吉田 福田 23 

旧吉田町 下 吉 田 福 田 24 

旧吉田町 下吉田 福田 25 

旧吉田町 下吉田福田 26 

旧吉田町 下吉田 福田 26 2 

旧吉田町 下吉田福田 27 

旧吉田町 下吉田福田 27 2 

旧吉田町 下吉田福田 28 

旧吉田町 下吉田 福田 28 2 

旧吉田町 下吉田福田 28 3 

旧吉田町 下吉田 福田 29 

旧吉田町 下吉田福田 29 2 

旧吉田町 下吉田福田 29 3 

旧吉田町 下吉田福田 30 

旧吉田町 下吉田福田 31 

旧吉田町 下吉田福田 32 

旧吉田町 下吉田 福田 33 

旧吉岡町 下吉田福田 34 

旧吉田町 下吉田福田 35 

旧吉田町 下吉田福田 36 

旧吉田町 下吉田福田 37 

旧吉田町 下吉田福田 38 

旧吉田町 下吉田福田 38 2 

旧吉田町 下吉田福田 39 

旧吉田町 下吉田福田 40 

旧吉田町 下吉田福田 41 

旧吉田町 下吉田 福田 41 2 

旧吉田町 下吉田福田 43 

旧吉田町 下吉田福田 44 

旧吉田町 下吉田 福田 45 

旧吉田町 下吉田福田 48 

旧吉田町 下吉田 福田 49 

旧吉田町 下吉田 福田 50 

旧吉田町 下吉田福田 51 

旧吉田町 下吉田 福田 51 2 

旧吉田町 下吉田 福田 53 

旧吉田町 下吉田 福閏 54 

旧吉田町 下吉田福田 55 

旧吉田町 下吉田 福田 56 

旧吉田町 下吉田福田 56 2 

旧吉田町 下吉田福田 57 

旧吉田町 下吉田 福田 58 

旧吉田町 下吉田 福田 59 

旧吉田町 下吉田 福田 60 

旧吉田町 下吉田 福田 61 
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地区区域番号 区域の範囲
備考

大字 小字 本番 枝番区分
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2115 7 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2116 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2116 2 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2117 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2119 1 A 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2119 1 B 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2119 2 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2120 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2120 2 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2121 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2121 2 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2122 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2122 2 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2123 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2123 2A 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2123 2 B 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2123 3 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2123 4 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2123 5 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2124 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2124 3 

旧吉田町 太田部 ナラヲ 2127 

旧吉田町 太田部 ナラヲ 2128 
旧吉田町 太田部 ナラヲ 2129 

旧吉田町 太田部 ナラヲ 2131 2 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3930-1 
|日荒川村 A-1 久那 諸 3930-2 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3931-1 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3931-2 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3931-3 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3931-4 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3931-5 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3933-2 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3934-1 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3934-2 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3934-3 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3934-4 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3934-5 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3934-6 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3934-7 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3934-8 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3935 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3938 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3939 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3943 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3945-1 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3945-2 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3945-3 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3946 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3947 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3950-2 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3950-3 

旧荒川村 A-1 久那 諸 3950-4 

旧荒川村 A-1 久那 諸口 3983 

旧荒川村 A-1 久那 諸口 3988 

秩父市農用地利用計画 362/402ページ





一抗
日
開
コ
剣

γ込

11
:

'e

t

 

一
μ
務
門
前
川
三

一
A
A
L
P
-
h
f
y-

rm民
-υ
j
vl

g

k
一

重





15付凶 1号

. 
令

巴.

" 

、
ず

仔u

1平

一 ，、白 . ， . . . 
-'，.1噌

町

官

東

秩

父

人村

区司

、
¥、，.;.T'_'、、¥

， 
P 

'~-‘'. 

l さ'::.....

u!!l 言十 '

:_./'“¥、-_，、

¥ 
¥ 、
‘--.. .. ¥. 

¥_ 
一、，ー-、』、‘、

町

，
コ

、恥 鳳仇 J 

:.， 

， 

冷， ヤ句v 

彦、';".1，''.:.

，、 r

" 、日

「 ーも ~ 

、 Fヘ唱

'、町、

野皆

横

瀬

町

こと

J

J
J
 

¥ 

J
I
'
'
 4

司，M
B
-
a
d劃

ノ

‘.咽・・・・
、、、

、

、
¥ 、

秩

父

キ
巾

、手、

¥ 

町

‘.' 

田

小鹿野町

主
ロ





附図 2号

t 
¥ 
3 

、
¥..._ 

ー、-・、~.、』、

\、~~-九\

〔村
¥ 
.. <<l 

修司J

一一ーー'ーー一一

~ 
農業振興地域|

の範囲

~・・・~・・F同 ~・守F圃圃~~・ 区域の範囲

6密室3 農 地

.FL 

東

秩

父

町野皆

. 

町回古口

l
il
i-
-帳
l
i
-
-
l
it--

守

，‘2
 

、. 、

，

l目

I;一
i
-iF

圃

ii
-』
-
l
dp
t

・

-
'
h
--fご司
γ
-l
l，
lf-i
-L・!
'

・

il
--
-

酢

-lii;.1.iI
圃

i.7伽

s，:圃
5

圃
v
圃
sI-'匂‘'，
i@
-1
-2i--
s
一プ山‘‘h

一si
↑-?ド6

師
一〓wi
((
『τ巴ム.2z‘点£ババ『「
一1
一1三
一τ巴
sdニ一
eヱ
一て.7三e
」
一9
i一
申
i
山"‘叩一一H
↑
ロ
↑
日

一い"日肝
一一日
伊ザ
一
u
j目
一一叫川H川
、」」一IH

一m
一
，
nnh-↑一一叩釘幻
一一一U幻

.hι--0-一"
一
z一
-乙↑二EE一mm22一一一"
一
目
一

岨叫町

af
-
-
一一一ト
ufry--‘f
e
-
-
e
『
-

-
1
{町

ll』い
』ド
ド
|
わ
l
F
L
F
P
日
円
ド
什
い
「
」
十
い
|
ト
ド
同トれ

rい
「
」

副
司
寸
寸
吋
サ
リ
明
『
J

つ

-一ーーデ
白川
町
'-一令

、ーγ;
一
月
『パ
一一
三
i
l
r

一一
子

一
:
白川
町
一
一
一
一

一
一
主
1

5

一一

旦閣
一川一

--
M
-B::
-s
-1一一
一一
-
一
-
一
・
t
u
L
Z

一一ド仁
一
一町
一…ι
一忠
明恥
し干ー骨骨
一町、

-J
f

一
ー内j

一
一

一

一

-
日;}
!
Ef
-

-

E
E
--一ソ
オ

万

一

4il--一、
河
同
内
内

h
h
h
rR
町
村
R
r
f
f」
心
「

Eιレし

の
司
司
副
詞
寸
吋
斗
当
斗
判
汁
斗
斗
引
珂
叶
寸
m
l
E
ーさ

す
由
一対
再
開
一一
侭
一
三
国
一
対
工
事
ケ
一JAY
-

持
率
二
二
一
一
?
?
?
-
i
'一ご

一件
竺
一同
盤
芝
一叫}:悼二h

三午特註正子三=三，叶凶三汁J三叫ι子一γ-巳

'-.喜
‘
-?I

れ

I
一

ι岬

!
一玄互受乏
一土土土一割一一鼻鼻
γ二一円
一.:}};3今今;
一志厩叱
イJベ「弓弓P1

-ぺ

I蒜
叫J
ie

イ

J戸iiJ〆一ω?ωえ?iiI
-ι

志で
I圃

L

膚宮0主岳=冨-膏-三
3一A-AA
i---3
正

i
一‘

}-萄一奇創
t」

-Ea
{一亨一苓.e守Zi;-i冨=百司
-
i『『E圃圃一茂」川比叫.」句川
一

• 
aE隻哩 _h 、 l~軍事司

叫糾九網島輔自 r.d•• 
か'"'別融拍車.:1脱届品目

am・ :"~..~!if. '. ~ ... ・・・ 附

島~! ~. h~.胸凶.. .-

E耳隅 ;1四回倒・船山

au・ t.... J，OC・h 柚

踊阻 -..， _:. f岡田畑、樹首陥

問問ι 九 I.!阻蝉 ふ : 1-1.・蜘向

島櫨....: •• ，t榊制 :;~.e;;.，同.M.. " 1-扇町袋 町 制・~.. .~制-
a四iI'; t..獲 ; ..L.，仙附 '

畢車問。 FauiI 'Wc陶町

H 里町 ♂ J~. '.'L'"・.."10 

E置砧'，'< .l白血t園・船 "一M.. r醐闘 阿・・・州一
展瞳置 二 1蝉叩[' ぃ・....，.
岨羽'" 1融重t γL"，5"・ M

輔副!に :Io.. . L'"陶山

輔自糊唄回 i豆・帯件 、:ta..A刷 、句

"柑輸陣 rf~.:iS，砂 n~~. 
時品加 1;Z，Jム，令 …Al&. 
auWuut. 1・.::s...=.，.t-. 刊利関

輔揖輔事p . 1 ，3・~，.. '3008湖岨

岡山誠治回 12%=昨 日。......
a鴎相-，・::.:...... SO‘λ闘

崎 町加 li.=:-o: ~ . '.' T叫 E

a闘車制).di I事::1...:..... 188A処置

同鍵相星回 f 5戸，.. .・・A.il.

~. 

・事
ーーーー『戸胸白

色・H陶酔租

園』ーーーーーーー守・~

E凶M・，.・河.
--ー守・4・ーーー

'" a"，.，‘ 

.、司.

山

一

司

山

引

除

、

、

dト

‘丸、

横
瀬

町

¥
 

巳

釦
司

J

J

'

¥

 

i
r
'
e
v・
s・
'

v

、E・
e
-
t・

〆
i

'

¥

，，，
z

・.... ，，v

，

‘‘
 

ゾ
lt
l
M
a
r
l

t
u

秩

父

中
巾

‘' 

‘ 





附図 3号

万L

一
一一ーーーー ・一 一 市町村界

~ 
農業掻興地域

一
の範囲

ー一一一一ー 区域の髄囲

G歪霊3 農 地

i37fl 

東

秩

父

、堕璽十
一

一一=一ロ
一

備
一

整
一

設
一

施
一

ヒ
一

代
一

‘

近
一

3

¥

業
一

i

‘
¥
¥
(

農
一
ぺ、.

町野皆田

s
f
i
t
L
'

l
i
l
tt
a
 

，，.，ea-司
E2

・

。4

・喝，.，
e

，‘

a-

守，
•. 
0
a
-
a
H
W
.
‘
-，‘・
e
a
‘，B
a
-
-
・・"

2
2
2
2
3
3
-
3
3
3
3
3
3
3
 

a
g
a
"

『・a

・句，
.. Awa-yea'e 

-
e
a
・、

-
a
・、，‘，‘，‘，‘，‘

村

1( 
D~ 

1由
18 

d
 

畑
山

d
l
輔

g省
。
第

.. ‘a.‘‘，
a

・ε
・・・

5タ帽 1，"・d
1~帽訓...
nt旨制・ d
1，.傭
a台
E台

吋帽醐d
S~帽・"・'2ケ輔副・ d
2，.量
2・I I・4
3混輔d

s，.冒・・・4F醐 d

禁怨

瀦

揖軍，、'.1;;r.
イチ='̂ '""
_.，‘'.1'1'、ヲス
-処置血盟
園会冒竃倉
・lT、.，，;;r.
雌値商輔副

一
~'. '.1.'- (l軒、網開
.l(7~*ー

横

瀬

町

t

i

l

-

4

 '
 

‘vill
i
-
-
i
l
lit--





じコ

守4 附図
画 !

考

{~j 

‘ーーーーーーーー一一 市町村界

~ 
農業掻興地域

の箆囲

ー一一一一ー 区域の範囲

包歪豆3 農 地

一

1棟

. 
l・

eι ! 、

'二、

備

219rr! 

rL 

ぴ

言十

1様

言受妻室 G首

1 
¥ 、、

、¥、

L 
一司、-・、、圃-_、、

\、-~.......，

仁村

及

東

秩

父

置

ま舌主襲±貴方を豆

町皆，野

横
瀬
町

笠三

ノ

¥ 

、¥

秩

父

市

町

j 

/ 

.. /ノε一 l
J 

.，;./ 

ノ
ノ

pノ
，戸ー.ー'

. 
-

田

町野
、.
鹿

工、ra
p

べa
f

a

d

s

認
可
去
、

'm，一
ぽ

WE--一J
A
PR
刊行
丸山宗一
J
1
1
U
目前下世，
h
A
知町心叫
・一ブ川し…白川伊
豆
ヌ

t

h

t

r
p

t
・;“
・j
t
'

-

J弘
vt
v
Jv

e

、，
f
p

、
I

古

車

r‘
L
q
1
7J
、

.
-ω
-
Fw恥

-
d
L
-

;

J
U
ご
づ
三
、

-h一三

v
z
t

j

h
JUヘミ

r
a
i二

司

1
:
tJ
h
γ

R
e
p
p

-
E
F
Evp
t
L

・・T鈴

、
h
-
r

f
e
tt

i

A

J

r

，

a

d
l、¥
UV
園
田
p
i
f
h
d
片

山

仁
一
九
:
?

に
3
2
1
1

、
;
i
l
i

a-司

i
d

点

... 「

q

l

ati

-

-

F

'

'

j
i

zs

・・・・『
111

i
-

|
 

事
工
誠
心
L
U
J
1fe庁
ι九二
-
e
a
h
N
U
K'4
u
h
h
J
百円行!，

r‘令ぷI

川
ρ

引

司

会

hp

句
、

aqf
H
、川町戸
¥
併

2

一
H
J
い

he、
t
ra--
ザ
J
P

‘

l

i
-
-

Mwi
g
s
-t
t
h
Ef
-
--
L

l
l

a--
‘
 




